
令和４年度第４回朝霞市廃棄物減量等推進審議会 

次   第 

 

日時：令和５年２月６日（月）午前１０時から 

場所：朝霞市リサイクルプラザ３階活動室   

 

 

１ 開  会 

 

２ 議  題 

 

  （１）令和５年度朝霞市一般廃棄物処理実施計画（案）について 

 

  （２）第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定に伴う 

アンケート調査結果の報告について 

 

  （３）第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画策定に伴う 

     ワークショップの実施について 

 

  （４）朝霞市・和光市ごみ処理広域化の進捗状況について 

 

  （５）その他 

 

３ 閉  会 

 

 

＜資料＞ 

・資料① 令和５年度（2023年度）朝霞市一般廃棄物処理実施計画（案） 

・資料② 朝霞市ごみ分別アプリの概要 

・資料③ 朝霞市のごみに関するアンケート調査 結果 

・資料④ 朝霞市のごみに関するワークショップ（市民意見交換会） 

実施内容（案） 

・資料⑤ ごみ広域処理施設整備事業について 

・資料⑥ ごみ広域処理施設整備運営事業の進捗と今後の予定 

・資料⑦ ごみ広域処理施設建設用地の取得状況 
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第１ 計画策定の趣旨 

この実施計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第１条の３の規定に基づき、

第５次朝霞市一般廃棄物処理基本計画の実施のために必要な令和５年度（2023 年度）の事業に

ついて定めたものです。 

 

第２ 朝霞市一般廃棄物処理実施計画 

１ ごみ処理 

（1）処理計画量等の見込み 

表２－１－１：令和５年度（2023 年度）見込量 

生活系ごみ 28,944t 

事業ごみ 7,489t 

集団資源回収 1,242t 

総排出量 37,675t 

生活系ごみ 1 人 1 日排出量※１ 

※人口：144,156 人（R4.12.1 人口）で算出 
550g/日 

リサイクル率※２ 26.44% 

再生利用率※３ 32.94% 

 ※例年のごみ排出量の推移から算出 

 ※１ 生活系ごみ排出量を人口及び年間日数で割って求めた値 

 ※２ 集団資源回収量、クリーンセンターで中間処理後に回収される資源及び搬入された資

源の量の合計を総排出量で割って求めた値 

 ※３ 集団資源回収量、クリーンセンターで中間処理後に回収される資源、搬入された資源

及び焼却残渣のリサイクル量の合計を総排出量で割って求めた値 

 

表２－１－２：ごみ処理施設別の処理方法及び見込量  

施設名 ごみの区分 処理方法 見込量 

ごみ焼却処理施設 燃やすごみ 焼却処理 26,802t 

粗大ごみ処理施設 
燃やせないごみ 

破砕選別 
1,195t 

粗大ごみ 1,590t 

あき缶資源化施設 資源ごみ（かん） 選別圧縮 410t 

プラスチック類処理施
設 

プラスチック・ペットボトル 選別圧縮 2,241t 

合     計 32,238t 

   ※ごみ焼却処理施設の見込量は、粗大ごみ処理施設で発生した木くず込み 

  ※粗大ごみ処理施設の見込量は、プラスチック処理施設で手選別されたプラスチック込み 

 

表２－１－３：ごみ処理施設で処理できない不適燃焼物の処理方法及び見込量 

品目 搬入先 処理方法 見込量 

布団・マットレス 一般廃棄物処理業者 
破砕・選別後、資源回収 
焼却処分 

165t 
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表２－１－４：中間処理後の残渣物の「再資源化処理」方法及び見込量（資源化量） 

品目 搬入先 処理方法 見込量 

廃プラスチック※１ 

軟質プラスチック※１ 

㈱エコ計画（寄居町、嵐山町） 焼却（熱利用） 1,170t 

オリックス資源循環㈱（寄居町） 熱分解ガス化改質 690t 

廃プラスチック※１ 

㈲築館クリーンセンター(宮城県

栗原市) 
再生砕石資源化 150t 

㈱ナリコー（千葉県成田市） 焼却（熱利用） 40t 

容器包装プラスチック※２ 
容器包装リサイクル協会指定事

業者 

容器包装リサイク

ル協会指定 

650t 

びん（無色・茶色・その他）※３ 980t 

ペットボトル※４ 400t 

不燃物※５ オリックス資源循環㈱（寄居町） 熱分解ガス化改質 10t 

スプレー缶・ライター※６ 

一般廃棄物処理業者 

再資源化 

40t 

乾電池・蛍光管 10.87t 

フロン類使用小型家電 1.8t 

残渣ペットボトル※７ 

資源物売払い業者 

128t 

新聞 430t 

雑誌・雑がみ 1,050t 

布類 530t 

ダンボール 1,300t 

かん 403t 

紙パック 6t 

アルミガラ 23t 

磁性物 620t 

自転車 56t 

ｺｰﾄﾞ・ｽﾃﾝﾚｽ類・鉄くず 30.1t 

廃家電 1.00t 

小型家電、バッテリー等 国認定事業者 資源再生業者 2.00t 

合  計 8,718.77t 

※１ プラスチック類処理施設から発生する軟質プラスチック及び粗大ごみ処理施設で破砕選別された 
可燃性残渣（廃プラスチック）で、クリーンセンターでは処理できないもの。 

※２、３、４ 容器包装リサイクル法対象の品目。 
※５ 粗大ごみ処理施設で破砕選別された不燃物残渣で、クリーンセンターでは処理できないもの。 

※６ 粗大ごみ処理施設で選別されたクリーンセンターで処理できないスプレー缶・ライター。 

※７ 容器包装リサイクル協会の基準に適合しないペットボトル。 

 

 表２－１－５：焼却灰（主灰、固化灰・飛灰）の再資源化処理方法及び見込量 

品目 搬入先 処理方法 見込量 

主灰・飛灰 太平洋セメント㈱（熊谷市） セメント原料化 400ｔ 

主灰 
ツネイシカムテックス㈱（寄居町） 人工砂化 1,210ｔ 

渡辺産業㈱（栃木県日光市） 再生砕石資源化 640ｔ 

固化灰 ㈲築館クリーンセンター（宮城県栗原市） 再生砕石資源化 200ｔ 

合  計 2,450ｔ 
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表２－１－６：家庭系一般廃棄物の収集形態及び見込量 

収集日による区分 収集形態 収集頻度 収集場所 搬入先 見込量 

燃やすごみの日 
委託収集 週２回 ごみ集積所 クリーンセンター 19,117t 

直接搬入 － － クリーンセンター 277.00t 

燃
や
せ
な
い
ご

み
・
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
資
源
の
日 

燃やせないごみ 委託収集 週１回 ごみ集積所 クリーンセンター 1,126t 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ資源 委託収集 週１回 ごみ集積所 クリーンセンター 1,646t 

資
源
の
日 

新聞 委託収集 週１回 ごみ集積所 資源再生業者 431t 

雑誌・雑がみ 委託収集 週１回 ごみ集積所 資源再生業者 1,082t 

布類 委託収集 週１回 ごみ集積所 資源再生業者 536t 

ダンボール 委託収集 週１回 ごみ集積所 資源再生業者 1,287t 

びん 委託収集 週１回 ごみ集積所 クリーンセンター 953t 

かん 委託収集 週１回 ごみ集積所 クリーンセンター 410t 

ペットボトル 委託収集 週１回 ごみ集積所 クリーンセンター 594t 

紙パック 委託収集 週１回 ごみ集積所 クリーンセンター 6t 

粗大ごみ 
委託収集 随時 各戸収集 クリーンセンター 289t 

直接搬入 － － クリーンセンター 1,190t 

ごみ排出量計  － － － 28,944t 

集団資源回収 － － － 資源再生業者 1,242t 

合     計 － 30,186t 

※一時的多量ごみ（20kg を超えるごみ）は、ごみ排出時の指示事項（分別方法）に従って分別 

し、クリーンセンターに直接搬入又は市の許可業者に収集運搬を依頼。 

※動物死体収集：飼い主が不明な動物死体（無料）は、市が収集を実施する。ペットの死体（有

料）は、飼い主が自らクリーンセンターに持ち込むか、市が収集する。 

※家庭ごみ訪問収集：日常生活によって発生する一般廃棄物を自らごみ集積所へ持ち出すこと

が困難な世帯に対し、戸別に訪問収集を実施する。（燃やすごみ含む） 

※小型家電：市内公共施設（市役所、リサイクルプラザ、朝霞台出張所）で、ボックス回収を 

行う。その他、使用済小型家電製品の回収を促進するため、使用済小型家電子機器等の再資

源化の促進に関する法律の認定事業者により、宅配便を利用したパソコンや小型家電製品を

回収するサービスを実施する。 

※パソコン：クリーンセンターに直接持込を行うか、「資源有効利用促進法」により、メーカー 

等へ回収を依頼してもらう。その他、使用済小型家電製品の回収を促進するため、使用済小

型家電子機器等の再資源化の促進に関する法律の認定事業者により、宅配便を利用したパソ

コンや小型家電製品を回収するサービスを実施する。 
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表２－１－７：事業系ごみの収集形態及び見込量 

ごみの区分 収集形態 搬入先 見込量 

燃やすごみ 
許可業者 

クリーンセンター 

6,952t 

直接搬入 475t 

燃やせないごみ 
許可業者 0t 

直接搬入 17t 

粗大ごみ 
許可業者 0t 

直接搬入 45t 

クリーンセンター搬入量  合計 7,489t 

燃やすごみ 

許可業者※１ オリックス資源循環㈱寄居工場 96t 

許可業者※２ ＪＲＳ 6t 

許可業者※３ 北進重機㈱ 5,160t 

許可業者※４ アイルクリーンテック 6t 

許可業者※５ 大村商事㈱（処分業） 344t 

許可業者※６ (株)Ｊバイオフードリサイクル 7t 

※１ ㈱本田技術研究所：紙くず及び動植物性残渣を、オリックス資源循環㈱寄居工場へ搬入

します。 

※２ 東武ストア：食品廃棄物を所沢市の民間堆肥化施設へ搬入します。 

※３ ㈱グリーンエコ・大村商事㈱：木くずを群馬県渋川市の民間堆肥化施設へ搬入します。 

※４ 西友朝霞根岸店：食品廃棄物をアイルクリーンテックへ搬入します。 

※５ 市内・市外事業所：食品廃棄物、剪定枝、刈草を大村商事㈱の堆肥化施設（一般廃棄物 

   処理業（処分）許可業者）へ搬入し、堆肥化します。 

※６ ローソン：食品廃棄物を横浜市内のリサイクル施設へ搬入します。 
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表２－１－８：朝霞市一般廃棄物処理業許可業者一覧（収集運搬） 

業者名 所在地 業種 

株式会社アシスト 朝霞市大字上内間木 407-5 ごみ 

片山商事株式会社 朝霞市栄町 5-6-19 ごみ 

片山商事株式会社 さいたま市見沼区深作 5-18 ごみ 

大村商事株式会社 朝霞市大字上内間木 713-8 ごみ 

株式会社勤労衛生 和光市下新倉 6-13-15 ごみ 

株式会社東日本サービス さいたま市見沼区染谷 1-317 ごみ 

株式会社野島商事 新座市本多 1-6-7 ごみ 

株式会社木下フレンド 所沢市東所沢和田 3-1-10 ごみ 

太誠産業株式会社 豊島区南池袋 3-14-11 中町ビル４F ごみ 

有限会社志木リサイクル 志木市中宗岡 5-14-27 ごみ 

有限会社丸松産業 新座市大和田 2-231-1 ごみ 

株式会社ヤマキ 熊谷市三ヶ尻字新山 3884 ごみ 

株式会社グリーンエコ 朝霞市大字上内間木 544-1 ごみ 

北進重機株式会社 群馬県渋川市川島 1839-1 ごみ 

栗原興業株式会社 朝霞市泉水 3-2-3 ごみ 

※許可有効期間 

・令和４年（2022 年）４月１日～令和６年（2024 年）３月 31 日 

㈱アシスト、片山商事㈱、片山商事㈱（旧東武清運）、大村商事㈱、㈱勤労衛生、 

㈱東日本サービス、㈱野島商事、㈱木下フレンド、大誠産業㈱ 

・令和５年（2023 年）４月１日～令和７年（2025 年）３月 31 日 

㈱グリーンエコ、北進重機㈱、㈲志木リサイクル、 ㈲丸松産業、㈱ヤマキ、 

栗原興業㈱ 

※㈱グリーンエコは、剪定枝等に限る。北進重機㈱は、㈱グリーンエコ、大村商事㈱からの受 

け入れに限る。 

 

表２－１－９：朝霞市一般廃棄物処理業許可業者一覧（収集運搬・特定家電持込限定） 

業者名 所在地 業種 

有限会社ジャパンクリーンサービス 志木市本町 5-5-24 特定家電 

日本興業株式会社 和光市本町 20-14 特定家電 

有限会社大和清掃 和光市白子 3-21-14 特定家電 

※許可有効期間：令和４年（2022 年）８月 19 日～令和６年（2024 年）８月 18 日 

 

表２－１－１０：朝霞市一般廃棄物処理業許可業者一覧（処分業） 

業者名 所在地 業種 

株式会社アシスト 朝霞市大字上内間木 407-5 ごみ 

大村商事株式会社 朝霞市大字上内間木 713-8 ごみ 

※許可有効期間：令和４年（2022 年）４月１日～令和６年（2024 年）３月 31 日 
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表２－１－１１：焼却灰の最終処分(埋立）搬入先及び見込量 

品目 搬入先 面積 全体容量 
埋立完了 
予定年月 

見込量 

主灰 
埼玉県環境整備センター（寄

居町） 
268,000 ㎡ 1,930,000 ㎥ R13 年３月 220t 

固化灰 
㈱ウィズウェイストジャパン 

（青森県三戸町） 
83,200 ㎡ 1,664,000 ㎥ R20 年３月 470t 

固化灰 
㈱ウィズウェイストジャパン 

（福島県小野町） 
58,865 ㎡ 939,722 ㎥  21t 

主灰 

固化灰 

ジークライト㈱（山形県米沢

市） 
121,786 ㎡ 4,270,674 ㎥ R20 年 12 月 260t 

合     計 971ｔ 

 

表２－１－１２：不燃物の最終処分（埋立）搬入先及び見込量 

最終処分搬入先 面積 全体容量 
埋立完了 

予定年月 
見込量 

埼玉県環境整備センター（寄居町） 268,000 ㎡ 1,930,000 ㎥ R13 年３月 100ｔ 

ジークライト㈱（山形県米沢市） 121,786 ㎡ 4,270,674 ㎥ R20 年 12 月 10ｔ 

合     計 110ｔ 

 

表２－１－１３：廃プラスチック焼却処分・埋立搬入先及び見込量 

焼却処分搬入先 最終処分（埋立）搬入先 見込量 

㈱ナリコ― 

（千葉県成田市） 

㈱ウィズウェイストジャパン 

（福島県小野町） 

140t 
(このうち 40t は焼却時に熱利用

する。表２－１－４参照。) 

※廃プラスチックの焼却灰を埋立する。焼却により減容化され、埋立量は 21t と見込んでいる。

（表２－１－１１参照） 



 

 
7 

２ 施策・取組 

 
施策の区分 

施策の項目 

家庭ごみ 事業ごみ 

(1) 

排出抑制計画 

（リデュース・リユー

ス） 

(ｱ)生ごみ減量化の推進 

(ｲ)市民への意識啓発 

(ｳ)環境教育の充実 

(ｴ)啓発イベントの実施 

(ｵ)再使用・再資源化の促進 

(ｶ)店頭・販売店回収の促進 

(ｷ)家庭ごみ有料化の検討 

(ｱ)生ごみ減量化の推進 

(ｲ)事業者への意識啓発 

(ｳ)ごみの減量・再資源化事業の検

討 

(ｴ)小規模事業者に対する適正排

出の推進 

(ｵ)製造事業者等の責任の確立 

(2) 
再資源化計画 

（リサイクル） 

(ｱ)分別排出の徹底 

(ｲ)集団資源回収活動の促進  

(ｳ)小型家電品の再資源化  

(ｴ)学習機会の提供  

(ｵ)紙類の再資源化の促進  

(ｶ)生ごみの再資源化の促進  

(ｷ)再生品の利用促進  

(ｱ)実地検査・指導の推進 

(ｲ)紙類の再資源化の推進 

(ｳ)関係情報の収集・提供 

(ｴ)生ごみ再資源化の推進  

(3) 収集運搬計画 

①ごみ集積所の管理 

(ｱ)分別の徹底 

(ｲ)ごみ排出マナーの向上 

(ｳ)安全管理の徹底 

②収集業務の向上 

③事業ごみ排出の適正化 

④高齢者・障がいのある方への支援 

(4) 中間処理計画 

①安全・適正な維持管理 

②計画的な施設整備 

③新技術の情報収集 

④広域処理の検討 

(5) 最終処分計画 

①最終処分場の確保 

②最終処分場の延命化 

③最終処分とリサイクル処理の現地調査・確認 

④自然環境への負荷の低減 

(6) 災害廃棄物処理計画 
①被災時の処理体制の構築 

②支援体制の確保 
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（1）排出抑制計画（リデュース・リユース） 

本市のごみ総排出量及び市民１人１日あたりの排出量は、令和２年度をピークに減少傾向に

あります。今後も引き続きごみ排出量を減らすためには、市民のごみ減量・適正分別・食品ロ

ス削減に対する意識を高めることが必要であることから、環境教育を充実し自主的な活動を促

進していきます。また、資源物の回収など再使用・再資源化を促進し、廃棄物の抑制に努めま

す。 

〇令和５年度（2023 年度）重点施策 

①家庭ごみ［表２－２－１］ 

（イ）市民への意識啓発 

  ・ごみ排出量の状況、ごみ処理の現状や取組の情報を発信 

  ・環境月間、３Ｒ推進月間、食品ロス削減月間、分別キャンペーン月間 

  ・プラスチックごみの適正排出 

（ウ）環境教育の充実 

   ・３Ｒ推進団体事業 

 

②事業ごみ［表２－２－２］ 

（イ）事業者への意識啓発 

  ・事業ごみ削減キャンペーンやホームページ等を活用し、事業ごみ減量・再資源化の情 

報を発信 

  ・小規模事業者への適正排出の啓発 

  ・事業者へ「食品ロスの削減の推進に関する法律」を啓発 

  ・大規模事業所の立入検査 
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〇主な取組 

① 表：２－２－１家庭ごみ 

施策 内容 

（ア）生ごみ減量化の推進 

・食品ロス削減推進（家庭での生ごみ減量）、生ごみ水

切り推進 

・店頭啓発活動や環境月間での、水切りネット配布 

・賞味期限内不要食品の回収及び配布 

（イ）市民への意識啓発 

・広報、ホームページ、店頭啓発活動、環境月間、３

Ｒ推進月間、分別キャンペーン等を活用し、ごみ排

出量・ごみ処理の現状（１人あたりの年間処理費用

等）を発信 

・プラスチックごみの適正な分別・排出やマイバッグ

利用促進等による啓発 

・迅速な情報提供や市民相互の情報交換のため、各種

情報端末の活用方法の調査研究 

・外国人居住者や単身世帯への適正な分別・排出の啓

発 

・市民活動団体と協働で作成したごみ分別アプリの情

報発信 

（ウ）環境教育の充実 

・民間事業者等との協働３Ｒ推進事業として、小学校

４年生から６年生向けの講座を実施 

・クリーンセンターの見学者への説明内容を再検討 

（エ）啓発イベントの実施 

・リサイクルプラザ企画運営協議会や民間事業者との

協働による店頭での啓発活動の実施 

・環境月間、３Ｒ推進月間、分別キャンペーン等での

啓発 

（オ）再使用・再資源化の促進 

・広報、ホームページ等を活用し、再使用、再資源化

の情報を発信 

・可燃ごみに混入している資源物（かん、雑がみなど）

の状況や、分別によるリサイクルについて情報提供 

・家具類の再生販売及びリサイクルショップの運営 

・外国人居住者への適正な分別の啓発 

（カ）店頭・販売店回収の促進 

・リターナブルびんの普及やデポジット制度の調査研

究 

・店頭での資源物（食品トレイやペットボトル等）回

収の促進。広報、ホームページや店頭啓発活動など

で利用を促進 

（キ）家庭ごみ有料化の検討 
・他自治体での有料化の動向の把握、導入団体におけ

る効果の検証 
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② 表２－２－２：事業ごみ 

施策 内容 

（ア）生ごみ減量化の推進 

・生ごみ減量化に有効な取組（食品ロス削減策等）の

情報収集及び事業者への情報提供 

・広報、ホームページ、事業ごみ削減キャンペーンや

大規模事業所立入検査による食品残渣の減量、リサ

イクル推進 

・市内飲食店舗へ、埼玉県の「彩の国エコぐるめ事業」 

の推進 

（イ）事業者への意識啓発 

・クリーンセンターにおける搬入ごみ展開検査の実施 

（新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮） 

・事業ごみ削減キャンペーンやホームページ、食品ロ

ス削減月間等で、事業ごみの発生状況・減量・再資

源化の啓発 

・大規模事業所の立入検査において、ごみ減量の助言・

指導 

・市内事業者へ減量の啓発 

・「食品ロスの削減の推進に関する法律」の啓発 

・市内事業者への、ごみ処理に関する自発的な取組が

できるような体制の検討（新たな施策の検討：先進

地での、優良排出事業者への表彰制度などの手法・

効果を調査・検討） 

・イベント等での廃棄物排出抑制の啓発 

（ウ）ごみの減量・再資源化事業の検

討 

・資源回収ボックス設置店の増加促進 

・先進的な排出事業者の減量啓発手法・減量方法調査 

（エ）小規模事業者に対する適正排出

の推進 

・事業ごみの排出量が少ない小規模事業者に対する適

正排出の徹底を図るため、有効手段の情報収集及び

調査研究 

・市内小規模事業者の適正排出指導 

（オ）製造事業者等の責任の確立 

・製造事業者等に対する製品の廃棄後の適正処理及び

再資源化の責務に関する法的整備を国や関係機関に

要望 
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（2）再資源化計画（リサイクル） 

可燃ごみに混入する雑がみ・金属類の分別排出の徹底及び集団資源回収の登録団体増加、

回収量の増加に引き続き取組みます。再資源化等についての理解を深めていただくため、各

種講座の開催、クリーンセンター見学会を実施します。事業者へは、一般廃棄物減量等計画

書に基づく立入検査で再資源化の取組、分別・処理方法等を指導します。また、ごみ組成で

厨芥類が多いことから、食品残渣の再資源化に関する情報や「食品ロスの削減の推移に関す

る法律」について啓発し、再資源化を促進します。 

〇令和５年度（2023 年度）重点施策 

①家庭ごみ［表２－２－３］ 

（ア）分別の徹底 

  ・分別パンフレット、集積所用分別看板の配布 

  ・広報、ホームページ、３Ｒ推進月間、環境月間等による適正な分別の啓発 

  ・分別キャンペーンによる啓発 

  ・可燃ごみに混入している雑がみ・金属類の分別徹底 

  ・転出入の多い単身者への分別徹底 

  ・外国語パンフレットや外国語版集積所掲示板、やさしい日本語チラシ等での啓発 

  ・リチウムイオン電池やスプレー缶、注射針などの適正排出の啓発 

（イ）集団資源回収活動の促進 

  ・店頭での啓発活動や、集合住宅の管理組合などへ制度の啓発 

  ・登録団体の増加 

 

②事業ごみ［表２－２－４］ 

（ア）立入検査・指導の推進 

  ・大規模事業所への立入検査の実施 

   ※再資源化の推進、適正分別の指導 

（イ）紙類の再資源化の推進 

   ・古紙再生事業者の紹介 

   ・適正な分別の推進 

（エ）生ごみ再資源化の推進 

   ・大規模事業所立入検査による再資源化促進 

・「食品ロスの削減の推進に関する法律」の啓発 

・市内飲食店へ「食べきりの促進、食べ残し料理の「持ち帰り」は消費者の自己責任の

範囲で」の推進 
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〇主な取組 

① 表２－２－３：家庭ごみ 

施策 内容 

（ア）分別排出の徹底 

・分別パンフレット、集積所用分別看板の配布 

・広報、ホームページ等による適正な分別排出の啓発 

・分別キャンペーン月間として、適正な分別について推 

 進（雑がみの分別徹底や電池類やスプレー缶などの適 

正排出の啓発） 

・職員によるごみ集積所分別監視パトロールで、直接指

導を実施（訪問、パンフ、チラシ配布） 

※特に転出入の多い単身者、外国人への分別排出の啓発 

（イ）集団資源回収活動の促進 

・集団資源回収活動の認知度を高めて登録団体数の増加

を図るため、店頭啓発活動、マンション管理組合へ制

度周知 

（ウ）小型家電品の再資源化 

・認定事業者の動向や、引取り条件などを踏まえ、効果

的な再資源化を調査研究 

・広報、ホームページ等で事業を啓発 

・適正な分別排出の推進 

（エ）学習機会の提供 

・リサイクルプラザ企画運営協議会との協働による各種 

講座の開催 

・市民等からの要望による、あさか学習おとどけ講座、 

クリーンセンター見学会（少人数）を実施 

（オ）紙類の再資源化の促進 

・可燃ごみへ混入している、再生利用可能な紙類（特に

雑がみ）の適正分別を啓発 

・集団資源回収制度の推進 

（カ）生ごみ再資源化の促進 

・情報収集及び調査研究、ホームページ等による情報提 

 供の調査研究（キエーロなど） 

・普段からできる食品ロス削減の推進 

（キ）再生品の利用促進 
・広報、ホームページ等でリサイクルショップ、リサイ

クル家具類販売事業に関する情報を提供（プラザ） 
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②表２－２－４：事業ごみ 

施策 内容 

（ア）立入検査・指導の推進 

・「事業系一般廃棄物減量等計画書」に基づく立入検査

による、リサイクル推進の助言・指導（食品ロス・古

紙等） 

（イ）紙類の再資源化の推進 

・紙類の再資源化ルートに関する情報収集、事業者への 

情報提供、啓発 

・適正な分別の推進 

・事業者へ、許可業者、古紙問屋の紹介 

（ウ）関係情報の収集・提供 
・ホームページ、立入検査等による、再資源化情報の発

信 

（エ）生ごみ再資源化の推進 

・事業者に対する生ごみの再資源化の啓発、大規模事業

所の立入検査による再資源化促進 

・食品廃棄物の排出事業者への食品リサイクル法に関す 

る啓発、指導 

・「食品ロスの削減の推進に関する法律」の啓発 

 

（3）収集・運搬計画 

 収集、運搬作業の効率化、事故防止等のため、収集業者と定期的に調整会議を開催します。 

事業者へ適正排出の指導、啓発を実施します。 

高齢者や障がいのある方へは、関係機関と連携し家庭ごみ訪問収集制度を実施します。 

 

〇令和５年度（2023 年度）重点施策［表２－２－５］ 

① ごみ集積所の管理 

（ア）分別の徹底 

・適正な分別排出ルールを啓発するため、再資源化の現状や、危険物（注射針等）、異物、

プラスチック資源に汚れたものが混入している状況等を、広報、ホームページを通じ

て情報発信 

・外国人へ適正なごみ分別を啓発するため、外国語版の集積場掲示板・分別パンフレッ

ト・やさしい日本語のチラシを配布 

・警告シールによる、不適正分別ごみ排出者への注意 

・全転入者へ、分別パンフレットを配布 

・市内大学へ、分別パンフレットを配布 

 

（ウ）安全管理の徹底 

・スプレー缶や電池類などの有害ごみの適切な排出方法の啓発 

 

② 収集業務の向上 

・収集・運搬作業の効率化、事故防止等のため、収集業者と定期的に調整会議を開催す

るとともに、意見交換を実施します。 
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〇主な取組 

表２－２－５：集積所管理、収集運搬  

施策 内容 

① ごみ集積所の管理 ・分別の徹底、排出ルール、再資源化の状況、異物や

汚れたものの混入状況を広報やホームページ等で情

報発信 

・ごみ分別容器、クリーンネット、ペットボトル用ネ

ットの貸出し 

・ごみ集積所監視パトロールの実施 

・外国語パンフレット、外国語版集積所掲示板、やさ

しい日本語チラシの配布 

・プラスチック資源物などの不適切な排出状況につい

て周知 

 

（ア）分別の徹底 

（イ）ごみ排出マナーの向上 

・不適切な分別や不法投棄対策の集積所看板の配布、

集積所監視パトロールの実施 

・集合住宅集積所の排出マナー向上のため、管理会社・ 

不動産会社等と連携して住民へ啓発 

・関係機関との連携による不法投棄対策の実施 

・クリーンネットの適正な使用について啓発 

（ウ）安全管理の徹底 

・劇薬物、感染性廃棄物、在宅医療廃棄物による感染

防止のため、注射針等の適正な廃棄に関する啓発 

・在宅医療廃棄物における感染の恐れがある注射針等

廃棄に関する適正処分の啓発 

・スプレー缶や電池類などの有害ごみの適切な排出方

法の啓発 

② 収集業務の向上 

・収集作業の効率化や事故防止等のために、収集業者

と定期的な調整会議を実施 

・効率的な収集体制の検討 

③ 事業ごみ排出の適正化 

・ごみ集積所への事業ごみ排出防止指導 

・立入検査等による適正排出の指導 

・先進自治体等による、事業ごみの有料ごみ袋制度の

手法・効果の調査 

④ 高齢者・障がいのある方への支援 
・関係機関と連携し、家庭ごみ訪問収集制度の実施、

啓発 

 

（4）中間処理計画 

ごみ焼却処理施設、粗大ごみ処理施設、あき缶資源化施設及びプラスチック類処理施設が

円滑に稼働するよう定期保守管理及び緊急時の適切な対応を実施します。 

 

〇令和５年度（2023 年度）重点施策 

① 安全・適正な維持管理［表２－２－６］ 

・定期的な点検、清掃、補修整備等の実施により処理設備の安定的な稼働を図ります。 
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〇主な取組 

表２－２－６：施設維持管理 

施策 内容 

① 安全・適正な維持管理 

・定期的な点検、清掃、補修整備による予防保全の実施 

・ごみ処理量の変化に対応した効率的で効果的な運転管

理計画の策定と実施 

・事故のない安全で適正な維持管理の実施 

② 計画的な施設整備 

・施設の延命化と安定稼働を図るためのごみ焼却処理施

設、粗大ごみ処理施設の定期補修工事の実施 

・資源化施設の定期検査に基づく設備・機器の補修工事・

修繕の実施 

③ 新技術の情報収集 
・ごみ処理の効率化、コスト削減のための再資源化技術

や資源化ルートを有する事業者に関する情報収集 

（5）最終処分計画 

市内には焼却灰等を埋め立てる最終処分場がなく、他の自治体等に処分を委託しているこ

とから、ごみ減量化、再資源化を推進するとともに、最終処分地の現状及び動向を把握し、

継続的に安定した最終処分ができるよう努めます。 

 

〇令和５年度（2023 年度）重点施策 

① 最終処分場の延命化［表２－２－７］ 

・ごみ減量・再資源化を推進し、最終処分場の延命化を図る。 

 

〇主な取組 

表２－２－７：最終処分  

施策 内容 

① 最終処分場の確保 

・他自治体内に最終処分を委託していることに関する情

報の周知 

・埋立完了時期を考慮した、最終処分場の確保 

② 最終処分場の延命化 

・焼却灰のセメント原料化、人工砂原料化、路盤材化な 

どの再資源化の推進 

・廃プラスチック残渣、軟質プラスチック、不燃残渣の

再資源化の推進 

・再資源化技術の動向や再資源化事業者に関する情報収 

 集 

③最終処分場、リサイクル処理施

設の現地調査・確認 
・法令による現地確認の実施 

○4 自然環境への負荷の低減 
・減量に関する市民、事業者へ周知（現況、埋立量の減

量、ごみを燃やすことによる環境への負荷） 

 

（6）災害廃棄物処理計画 

被災時における廃棄物処理体制の構築を図ります。また、本市で対応困難な場合には、「災害 

廃棄物等の処理に関する相互支援協定」に基づく処理の応援要請及び他団体への支援を求め、

他団体から応援要請があった場合には、協定に基づき支援を実施します。 
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〇令和５年度（2023 年度）重点事業［表２－２－８］ 

① 災害廃棄物処理体制の調査・研究を進める。 

 

〇主な取組 

２－２－８：災害廃棄物  

施策 内容 

① 被災時の処理体制の構築 

・処理施設の予防保全、電源・水源の確保、被災時の処

理体制等に関する調査研究 

・被災状況に応じた処理体制の構築 

・災害廃棄物の仮置場の確保 

・クリーンセンターにおける計画的な処理体制の構築 

・災害発生時のごみ処理における再資源化の推進 

② 支援体制の確保 

・災害廃棄物等の処理に関する相互支援協定に基づく 

処理の応援要請及び他団体への支援 

・民間事業者との協議による被災時に必要な人員、機材 

の確保に関する調査研究 

 

３ 生活排水 

（1）下水道施設の整備 

平成 23 年（2011 年）１月に市街化区域に編入した、旧暫定逆線引き地区（53.2ha）の

公共下水道の整備の継続実施 

 

（2）下水道の普及と適切な維持管理 

下水道の利用ができる区域における水洗便所への改造費用に対する融資あっせんや、私

道排水設備工事に対する補助金交付等による下水道普及の取り組みの推進 

下水道事業の安定的な継続実施のための管渠・マンホール・ポンプ場等の適切な維持管

理の実施 

 

（3）合併処理浄化槽の設置推進 

単独処理浄化槽を設置している場合の合併処理浄化槽へ設置換えの推進 

 

４ し尿及び浄化槽汚泥 

（1）収集・運搬計画 

し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬を朝霞地区一部事務組合の許可業者により実施 
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表２－４－１：許可業者一覧 

業者名 所在地 業種 

大村商事株式会社 志木市下宗岡２－１８－２０ 
し尿収集運搬業 

浄化槽清掃業 

片山商事株式会社 朝霞市栄町５－６－１９ 
し尿収集運搬業 

浄化槽清掃業 

片山商事株式会社 

大和田支店 
新座市大和田４－１１－１０ し尿収集運搬業 

株式会社勤労衛生 和光市下新倉６－１３－１５ 
し尿収集運搬業 

浄化槽清掃業 

有限会社大和清掃 和光市白子３－２１－１４ 
し尿収集運搬業 

浄化槽清掃業 

 

（2）中間処理計画 

収集・運搬されたし尿及び浄化槽汚泥は、朝霞地区一部事務組合のし尿処理場で広域的 

に適正処理 

 

（3）最終処分計画 

し渣を志木地区衛生組合新座環境センターで焼却処理 
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５ その他 

（1）市で収集・処理しないごみ 

法及び条例の規定により、下記の廃棄物・対象機器等は、市では収集･処理しないものとし

ます。 

表２－５－１：市で収集・処理しないごみ一覧 

区分 事例 処理方法 

適正処理困難物 

・石材、コンクリート、ブロック、レ

ンガ、門扉、浴槽、タイル、洗面台、

流し台、物置、畳、ピアノ、オルガ

ン、エレクトーン、耐火金庫、ドラ

ム缶、オートバイや自動車とその関

連機器部品など ・販売店又は専門処理業者等への引取

依頼 

有害性のある物 
・バッテリー、ペンキ、農薬、化学薬

品など 

危険性のある物 ・ガスボンベ、消火器など 

引火性のある物 ・廃油、灯油、ガソリンなど 

著しく悪臭を発する物 ・人のし尿及び浄化槽に係る汚泥など 

特別管理一般廃棄物（人の

健康又は生活環境に係る

被害を生ずる恐れのある

性状を有する廃棄物） 

・廃エアコンディショナー、廃テレビ

ジョン受信機、廃電子レンジに含ま

れる PCB 使用部品 

・集じん施設によって集められたばい

じん 

・感染性一般廃棄物 

・取扱事業者又は専門処理業者等への

引取依頼 

市が行う一般廃棄物の処

理を著しく困難にし、又

は、市の処理施設の機能に

支障が生ずる物 

・農業系廃棄物、土砂・建築系廃棄物

など 

家電リサイクル法 

該当家電 

・エアコンディショナー 

・テレビジョン受信機（ブラウン管式

又は液晶・プラズマ式） 

・電気冷蔵（凍）庫 

（吸収式冷蔵庫、ベルチェ素子方式冷

蔵庫含む） 

・電気洗濯機 

・衣類乾燥機 

・当該機器を購入又は同じ種類の製品

を購入する家電小売店などに引取依

頼 

・市の許可業者に依頼 

・排出者が指定引取場所へ持込み 

資源有効利用促進法 

対象品 

・ディスプレイ 

（ブラウン管式） 

・メーカーなどの委託を受けた業者に

よる個別回収 

・排出者が指定回収場所へ持込み 

・ボタン電池 

・充電式電池 

・排出者が電池を外して回収協力店の

リサイクルボックス（缶）へ 

※充電式電池で電池が外せない場合の

み袋に入れて集積所（有害ゴミ）へ 
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（2）市で処理する事業系一般廃棄物 

下記以外は産業廃棄物となり、市では処理しません。 

※分別されてない廃棄物は受け入れません。 

 

表２－５－２：市で処理する事業系一般廃棄物一覧 

種類 主なもの（具体例）、注意点 

 
 

 
 

資 
 

 

源 

紙 
 

 

類 

ＯＡ用紙 ・コピー用紙など 

雑誌・雑がみ 

・雑誌、本、パンフレット、ノート、メモ用紙、包装紙、 

ビニールを取ったティッシュの空き箱など 

※次のものは必ず取り除く。 

金属類（金具、クリップなど）、布類（とじひもなど）、 

ゴム 

ダンボール ・ダンボール 

新聞 ・新聞紙、折り込みチラシ 

紙パック 
・牛乳パックなど 

※内側が白色のもの 

布類 
・衣料品、毛布、シーツ、タオルなど 

※汚れていないもの 

燃やすごみ 

・生ごみ ※水分をしっかり切る 

・草木類 ※直径 5 ㎝未満、長さ 50 ㎝未満のものに限る 

・写真、圧着はがき、感熱紙 

・匂いの付いた紙などのリサイクルできない紙類など 

粗大ごみ 
・木製の家具類、木（直径 10 ㎝未満）など 

※長さ 180ｃｍ未満のものに限る。 

 

 

表２－５－３：次の品目は、事業者が直接搬入し、少量である場合（従業員が飲食したもの

などの事業活動に伴わないもの）の受入れ一覧 

種類 主なもの（具体例）、注意点 

ペットボトル 
・飲料用などのペットボトル 

※キャップとラベルは必ず取り、軽くすすぐ。 

びん・かん類 
・飲料用などのびん・かん類 

※軽くすすぐ。 

プラスチック 

・ペットボトルのふた・ラベル 

・お弁当・カップ麺などのプラスチック容器など 

※１日 45ℓ 袋で２袋まで受け入れ可能 
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（3）ＳＤＧｓについて 

 

 「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals：SDGs）は、2015 年に国連の

全加盟国が合意した世界共通の目標で、2016 年から 2030 年の 15 年間に、国際社会が取り

組む 17 のゴール（目標）、169 のターゲットが掲げられています。 

 このうち本計画と関連する分野は以下のとおりです。 

 

○関連する分野 

 
ゴール（目標） №11 住み続けられるまちづくりを 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

  

ターゲット 

  １１．６ 2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を

払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 

  １１．ｂ 2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靭さ

（レジリエント）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間

居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組②015-2030 に沿って、あらゆる

レベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 
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ゴール（目標） №12 つくる責任つかう責任 

持続可能な生産消費形態を確保する 

 

ターゲット 

  １２．３ 2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を

半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少

させる。 

  １２．４ 2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、

環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への

悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅

に削減する。 

  １２．５ 2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物

の発生を大幅に削減する。 

 

〇ＳＤＧｓに関連した主な施策 

  ・ごみの適正分別により、再生利用、減量（燃やすごみに混入している資源を適正に分 

   別して資源化することにより環境負荷低減） 

  ・食品ロスの削減 

  ・事業所等での食品残渣の再生利用 

  ・家具類の再生利用 

  ・３Ｒの実践（不要なものは買わない、物を大切に繰り返し使う、分別を守り再資源化） 

など 

   市民、事業所、自治体３者で３Ｒを実施し、ごみの減量化を進めることで、№11「住 

み続けられるまちづくりを」、№12「つくる責任つかう責任」の目標達成をめざします。 
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朝霞市ごみ分別アプリの概要 

 

ごみを出す日や、ごみの分別方法などを手軽に知ることができる手段の一つとして、新た

にスマートフォン向けアプリの提供を開始しました。このアプリは、Publitech ASAKA（市

民活動団体）と、朝霞市資源リサイクル課の協働により完成したものです。 

 

【名  称】朝霞市ごみ分別アプリ 

【協働制作】Publitech ASAKA（市民活動団体） 

【主な機能】①ごみ出し日の案内 

      ②ごみ分別方法など、ごみ関連情報の市ホームページへのリンク 

       （ごみの出し方は、アプリ内で表示します。） 

【役割分担】市民活動団体：アプリ制作、市民活動団体のイベント等でのアプリ周知 

      朝霞市   ：表記内容のチェック、市民への周知（ホームページ等） 

【利用料金】無料 

【提供開始】令和４年１１月４日から 

 

※アプリは、「一般向け」と「やさしい日本語」の２種類を制作しました。 

（「やさしい日本語」は、主に外国の方の利用を想定しています） 

※アプリのダウンロードが不要なＷeb アプリ形式です。「ブックマーク」等に登録すること

で、次回からはＱＲコード読み込みが不要となります。 

※このアプリは、金沢の市民活動団体「Code for Kanazawa」が制作したアプリ「5374.jp」

をベースに、朝霞市向けにカスタマイズしたものです。 

 

  

資料② 
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＜アプリ画面の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜使用開始方法＞ 

①ＱＲコードを読み込む 

 

 

 

 

②地区を選択する 

 

 

 

 

③ブックマーク等に登録する 

 

以上 

 

一般向け やさしい日本語 
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朝霞市のごみに関するアンケート調査 結果 

令和５年２月６日 

１. 調査目的 

第６次計画の策定にあたり、市民等の意見を把握し、課題整理や施策検討を行うための参考資料とする。 

 

２. 調査概要 

項目 一般市民（継続） 中学生（新規） 事業所（新規） 
収集運搬業者（許可業者） 

（新規） 

対象 2,000 人 
1,102 人 

（令和 4年 11月 1日時点在籍者） 
200社 14 社 

調査対象 市内在住の 18歳以上 市立中学校に在籍する中学１年生 市内に事業所がある事業者 

令和 4年 10月 1日時点で市に登録

されている一般廃棄物処理許可業

者 

抽出方法 
住民基本台帳（令和４年 10月１日）

に基づき無作為抽出 

市立中学校に在籍する中学１年生

全員 

多量排出事業者約 50社（事業系一

般廃棄物減量等計画書を提出して

いる事業者を含める）＋約 150社 

全許可事業者 

調査期間 令和４年 11 月４日～11月 30 日 

調

査

方

法 

配布方法 直接郵送法 学校でクラスごとに配布 直接郵送法 郵送配布（Webなし） 

回収方法 
郵送回収又は Web（QR コードによ

るオンライン回答） 

Web（QRコードによるオンライン回

答） 

郵送回収又は Web（QR コードによ

るオンライン回答） 
郵送回収（Webなし） 

回収数 
777人 

（うち、オンライン回答：208人） 
723人 

124社 

（うち、オンライン回答：15 社） 
11 社 

回収率 38.9％ 65.6％ 62.0％ 78.6％ 

《参考》前回調査（平成 25年 6月実施時）の回収率：51.8％ 

資料③ 
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３. アンケート結果のまとめ 

 

問 No. 項目 まとめ 

一般市民 

1,2 ごみへの関心 
約 9割がごみ問題への関心があり、98%がごみの減量化やリサイクルが持続可能な

社会づくりに役立つと考えている。 

3,4 情報入手 

ごみに関する情報は、市の広報から得る市民が最も多いものの、市のホームペー

ジやメール配信サービス、インターネットや一般の SNS等からも入手している。

市の広報・ホームページや携帯端末で入手でき、具体的実践方法を求める意見が

多かった。 

8 
減量化のため

の市の取組 

ごみ問題の PR強化による意識啓発、過剰包装の抑制などを販売業者に要請、生ご

みの減量化・リサイクルの推進、環境教育・環境学習の機会の増加などを市に望

む声が多かった。 

10 再利用 

リユースの取り組みを進めるにあたり、エコネットあさか（リサイクルプラザ）

での情報提供、民間のリサイクルショップ等の情報提供、不用品に関する情報交

換など、情報提供を市に望む声が多かった。 

11,12 集団資源回収 
7割が認知しておらず、認知していてもその半数が活用していない。実施時期や

場所の情報提供や参加者増加に向けた PRの推進を市に望む声が多かった。 

14,15 
ごみ処理広域

化 

ごみ処理広域化の認知度は 16.5%であった。事業の情報提供、施設運営における

公害防止、再資源化・減量化の促進等を求める意見が多かった。 

17 ごみ有料化 家庭ごみの有料化には、約 6割が慎重な意見であった。 

19 ごみ集積所 

ごみ集積所の課題は、分別ルールの未徹底、時間外の排出、利用者以外の投棄、

動物による被害などが挙げられている。また、ごみ集積所管理の当番制が、共働

きや高齢者世帯にとって負担となっている。 

20,21 雑がみ 
雑がみを燃やすごみとして排出している人は、約半数に達している。資源と認識

できていないことや、少量などが理由として挙げられている。 

22,25 食品ロス 食品ロス問題の認知度は高く、食品ロス削減への取組も約 8割が実施している。 

27,28 プラスチック 

約 9割がプラスチック問題への関心があると回答している。マイバック持参やご

み分別等の市民側の取り組みだけでなく、事業者への働きかけを求める意見もあ

った。 

中学生 

1,2 ごみへの関心 
約 7割がごみの問題や削減に関心を持っている。具体的には、地球温暖化、食品

ロス、SDGs、3Rなどへの関心が高い。 

3 情報入手 
ごみに関する情報は、新聞やテレビ、インターネット、一般の SNSなどからの入

手が最も多い。次いで、市の広報誌やホームページ等、学校の授業となっている。 

4,5 ごみ減量化 
約 9割がごみ減量化の必要性を認識しており、日頃から買い物袋の持参や食品ロ

ス削減の取り組み等を実施している。 

6 
市のごみ処理

の仕組み 

約 4割が市のごみ処理の仕組みを知らないと回答している。 

7 食品ロス 食品ロスの問題は約 8割が認知している。 
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問 No. 項目 まとめ 

事業所 

1,2 ごみの管理者 
ごみの管理は、自社や収集業者、管理会社で行っているが、約 6割の事業所は廃

棄物管理責任者までは定めていない。 

3,4 分別や排出量 
約 9割が事業ごみの分別・処理方法を認識しており、約 8割がごみ排出量も把握

している。 

5 排出品目 
最もごみ排出量が多いのは段ボールで、次いで、生ごみ、プラスチック製品、コ

ピー用紙となっている。 

6,12 
処理方法と情

報入手 

約 8割が収集運搬事業者や管理会社にごみ処理を委託しており、ごみに関する情

報は収集運搬業者から得ていることが多い。 

7,8 
減量化への取

組 

約 85％の事業所がごみの減量や資源化に取り組んでおり、その多くが資源物の分

別に取り組んでいる。 

9 
公的認証等の

取得 

環境に関する公的認証（ISO14001など）を取得している事業所は、1割以下にと

どまる。 

10 
ごみ減量の問

題点 

分別に手間がかかる、ごみの排出量が少量であるため減量化の必要性がない、機

密文書が多いため資源化が困難などの課題を挙げる事業所が多い。 

11,13 情報提供 
事業所での減量化・資源化方法、処理業者の情報、先進事例などの情報提供や、

減量マニュアル、分別指導などを求める意見が多かった。 

14,15 雑がみ 
約 4割が雑がみを燃やすごみとして排出している。資源と認識できていない、少

量である、機密情報であることなどが理由として挙げられている。 

17,18 食品ロス 

（飲食サービス、食品を扱う小売事業者対象） 

食品ロスの発生要因は、お客さんの食べ残しが最も多く、次いで製品工程のロス

や売れ残り、期限切れ等となっている。商慣習見直しや需要予測の精度向上など

を実践している。 

収集運搬事業者 

1,2 分別状況 
事業所の分別状況は「特に問題ない」と「一部不十分な事業所あり」の回答が半々

であった。市による分別指導を求める意見が複数あった。 

3 
意識や取組の

変化 

この 5年で事業所の分別の意識や取組は「まあまあ進んだ」との回答は、約 8割

であった。 

 

 

４. 今後の予定 

本調査で得られた結果や市民から寄せられた要望・意見を参考に、現行施策の評価と新たな施

策の検討を行う。 
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朝霞市のごみに関するアンケート調査結果 

《一般市民対象》 

１. アンケート調査項目 

番号 調査項目 

【属性1】  性別を教えて下さい。 

【属性2】  年齢を教えて下さい。 

【問 1】  あなたは、ごみの問題についてどの程度関心がありますか。 

【問  2】  ごみの減量化やリサイクルが、持続可能な社会づくりに役立つと思いますか。 

【問 3】 ごみに関する情報が欲しい場合、あなたはどこから入手しますか。 

【問 4】 ごみに関する情報入手のため、市にどのような支援を望みますか。 

【問 5】 ごみを減らすために、あなたが日頃行っていることは何ですか。 

【問 6】 お子様へのごみに関する教育のために、心掛けていることは何ですか。 

【問 7】 あなたは、資源回収ボックス設置場所を知っていますか。 

【問 8】 ごみ減量化のために市が行うべき取組は何だと思いますか。 

【問 9】 不用になったものを再利用するために、どのようなことをやっていますか。 

【問 10】 
不用になったものを再利用できるようにするため、市に取り組んでほしいことはな

んですか。 

【問 11】 あなたは、集団資源回収について知っていますか。 

【問 12】 どのぐらい集団資源回収を活用していますか。 

【問 13】 集団資源回収を進めるために、市に取り組んでほしいことはなんですか。 

【問 14】 
あなたは、令和10（2028）年度から朝霞市と和光市で一緒にごみ処理を行ってい

くこと（ごみ処理広域化）を知っていますか。 

【問 15】 ごみ処理広域化に関して、市に取り組んでほしいことはなんですか。 

【問 16】 
あなたは、朝霞市に最終処分場（埋立処分場）がなく、他の市・町で埋め立ててい

ることを知っていますか。 

【問 17】 家庭ごみの有料化についてどう考えますか。 

【問 18】 現在、ごみを出している場所を教えて下さい。 

【問 19】 現在、使用しているごみ集積所で、どのような問題がありますか。 

【問 20】 使わなくなった紙のうち、「雑がみ」をどのように出していますか。 

【問 21】 雑がみを「燃やすごみ」として出した主な理由は何ですか。 

【問 22】 あなたは、食品ロスの問題を知っていますか。 

【問 23】 あなたの家庭で出すことのある食品ロスには、どのようなものがありますか。 

【問 24】 あなたの家庭で食品ロスが出た理由は何ですか。 

【問 25】 あなたは普段、食品ロスを減らすために何か行っていますか。 

【問 26】 食品ロスを出さないために実施していることはありますか。 

【問 27】 プラスチック問題（使用量削減や分別の徹底など）に関心がありますか。 

【問 28】 プラスチックごみ問題の解決に向けて、どのような取組が必要と考えますか。 

【問 29】 
コロナ禍の前と比べて、あなたの家庭から出されるごみの量はどのように変化しま

したか。 

【問 30】 
その他、朝霞市のごみ問題を良くするためのアイデアや意見等があればご記入くだ

さい。 
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２. アンケート調査結果 

 

【属性1】 性別を教えて下さい。 

 

回答者の性別は、女性が約６割、男性が

約４割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【属性2】 年齢を教えて下さい。 

 

回答者の年齢は、10歳代、20歳代から

70歳以上まで満遍なく回答が得られてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=752 

10歳代、20歳代
11.0%

30歳代
13.3%

40歳代
16.1%

50歳代
20.9%

60歳代
15.3%

70歳以上
23.4%

10歳代、20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性
35.9%

女性
63.5%

その他
0.7%

男性 女性

その他

n=753 
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30.7%

10.0%

8.7%

4.8%

18.3%

1.9%

3.2%

0.9%

20.1%

0.7%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40%

市の広報などから

自治会、回覧板などから

家族、近所、友人などから

「エコネットあさか」から

市のホームページ、メール配信

サービスから

市のSNS（Twitter, Facebook, LINE

など）から

市の担当者から

市民活動団体などから

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、イン

ターネット、一般のSNSなどから

特にない・わからない

その他

n=1608 

【問 1】 あなたは、ごみの問題についてどの程度関心がありますか。 

  

約90％の人がごみ問題について関心が

あると回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 2】 ごみの減量化やリサイクルが、持続可能な社会づくりに役立つと思いますか。 

 

約97％の人が持続可能な社会づくりに

役立つと思うと回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 3】 ごみに関する情報が欲しい場合、あなたはどこから入手しますか。（複数回答） 

 

ごみに関する情報の入手先は、「市の広

報などから」が最も多く、次いで「新聞、

雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット、

一般のＳＮＳなどから」、「市のホームペー

ジ、メール配信サービスから」となってい

ます。 

 

 〈その他回答〉 

• 回収業者、クリーンセンターに聞く。 

• ゴミ出し場に貼り出してあるパネルや 

告知を参照。  

非常に関心がある
22.6%

ある程度関心があ

る
67.1%

あまり関心がない
10.1%

まったく関心がない
0.3%

非常に関心がある

ある程度関心があ

る

あまり関心がない

まったく関心がない

n=753 

n=753 

とても役立つと思う
65.1%

まあまあ役立つ

と思う
32.9%

あまり役立つと思わ

ない
1.7%

まったく役立つと思

わない
0.3% とても役立つと思う

まあまあ役立つと思

う

あまり役立つと思わ

ない

まったく役立つと思

わない
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3.8%

18.4%

11.9%

12.0%

10.3%

9.3%

9.1%

7.1%

7.6%

5.5%

3.0%

0.9%

0.4%

0.1%

0.5%

0% 5% 10% 15% 20%

使い捨て商品を買わない

買い物袋を持参

必要なものを必要な分だけ買う

作りすぎ、食べ残しを少なくする

食品は消費期限内に使い切る

割りばしなどはもらわない

余分な包装は断る

生ごみの水切りを徹底

マイ箸、マイボトルなどを利用

店頭回収に協力

再生品やリサイクルしやすい商品を購入

生ごみを堆肥等にして利用

新聞店に折り込みチラシ不要と依頼

特にない・わからない

その他

n=3642 

【問 4】 ごみに関する情報入手のため、市にどのような支援を望みますか。（複数回答） 

 

ごみに関する情報入手のため、市には、

「市の広報、ホームページの充実」や「具

体的実践方法に関する情報提供」、「携帯電

話等での情報入手を容易に」の支援が望ま

れています。 

 

 〈その他回答〉 

• リサイクル推進の事業化。 

• 各町の回覧板に入れる。 

• 他組識と共同で情報提供を行う。 

• 分別の理由、不燃ゴミの行き先に関する情報提供。 

• ごみ回集を楽にしてほしい。 

 

 

【問 5】 ごみを減らすために、あなたが日頃行っていることは何ですか。（複数回答） 

 

ごみを減らすための日頃の取り組みは、

「買い物袋を持参」が最も多く、次いで「作

りすぎ、食べ残しを少なくする」、「必要な

ものを必要な分だけ買う」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47.0%

28.0%

15.6%

3.2%

4.5%

1.7%

0% 20% 40% 60%

市の広報、ホームページの充実

具体的実践方法に関する情報提供

携帯電話等での情報入手を容易に

各種教室、講座などの回数の増加

特にない・わからない

その他

n=1123 
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〈その他回答〉 

• 明細書等はｗｅｂに切り替えた。 

• 新聞を止めてネットでニュース等を見る。 

• 新聞はとらない、街頭で不要な物はもらわない。 

• 広告を裏紙として使う。惣菜の皿を料理で再利用。使い捨て布巾を雑巾に利用。 

• 紙類は出来るだけリサイクルに出している。 

• ビニール袋など洗って干して再利用。 

• 食品トレイはお店のリサイクルポストボックスへ持参。 

• ディスポーザーを利用。 

• 発泡スチロールは洗って、一度にまとめて資源ゴミに出す。 

• プラゴミが少なくなる様にメーカーにメールをしている。 

• 回収する人が手間にならないよう１つにまとめる。 

• 不要品はメルカリやリサイクルショップで売る。 

• また使えるものであれば、ちょっと壊れても使い続ける。 

• 新聞店では毎月古新聞を入れる袋をくれる。決められた日にそれを玄関に出しておくとトイレッ

トペーパー１つと交換してくれる。（その袋にチラシなど入れても良いとの事） 

 

 

【問 6】 （お子様がいる世帯にお聞きします。）お子様へのごみに関する教育のために、心掛けて

いることは何ですか。（複数回答） 

 

家庭における子どもへのごみに関する

教育として、「資源物の分別」が最も多く、

次いで「食べ残しをしない」、「買い物袋の

持参や店頭回収への協力」が取り組まれて

います。 

 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• 不要品（おもちゃ、服など）はメルカリ、リサイクルショップで売る。 

• ＳＤＧｓや地球温暖化等の環境学習。 

  

26.2%

19.4%

15.0%

9.5%

8.6%

8.0%

1.1%

12.3%

0% 10% 20% 30%

資源物の分別

食べ残しをしない

買い物袋の持参や店頭回収へ

の協力

マイ箸、マイボトルの利用

長く使える製品などの購入

不用になったものの再使用

特にない・わからない

その他

n=814 
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23.3%

21.4%

18.1%

11.5%

14.1%

8.4%

2.3%

0.9%

0% 10% 20% 30%

ごみ問題のＰＲ強化による意識啓発

過剰包装の抑制等を販売業者に要請

生ごみの減量化、リサイクルの推進

製品の修理等を製造業者等に要請

環境教育、環境学習の機会の増加

生ごみの堆肥化利用へのアドバイス

家庭系ごみの有料化の導入

その他

n=1767 

【問 7】 あなたは、資源回収ボックス設置場所を知っていますか。 

 

資源回収ボックスの設置場所について

の認知度は、約６割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【問 8】 ごみ減量化のために市が行うべき取組は何だと思いますか。（複数回答） 

 

ごみ減量化のために市が行うべき取り

組みは、「ごみ問題のPR強化による意識啓

発」、「過剰包装の抑制等を販売業者に要

請」、「生ごみの減量化、リサイクルの推進」

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• 上記の選択肢全て行うべき。 

• 減量化に寄与したらポイント付与。ポイントに応じて、市のサービスが変わる。（お金ではない

メリットを提供する） 

• 粗大ゴミのリサイクルを充実させる。手軽に、利用できるよう場所を増やす。 

• 家電の再利用化。 

• ゴミ排出量の数値化。 

• 広告などのチラシのポステイングを禁止する等の条例を作る。 

• 圧縮するゴミ箱を設置する。 

• 分別の徹底化。 

• もう少し細めな分別があっても良いと思う。 

• ごみ減量化は大切で進めていくべきだとけど、あまりにも手間がかかったり、めんどうだとやら

なくなるかもしれないので、ちょっとの手間でできることがよいと思う。アパート等も多いので。 

• 有料化にした場合、所得に関係なく一律にしたほうが良い。  

知っている
60.7%

知らない
39.3%

知っている

知らない

n=730 
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【問 9】 不用になったものを再利用するために、どのようなことをやっていますか。（複数回答） 

 

不用品を再使用するために、「裏紙をメ

モ用紙などに利用」、「販売店や民間のリサ

イクルショップで引き取り」、「親族、友人

等に譲渡」などが実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• リサイクルショップへ持ちこめない不要服、タオル（使用済）などをカットして掃除に使用。 

• 庭の雑草は庭に埋める。 

• 不用にならないように計画的に購入する。 

• 何でも直せる物は直して再利用。 

• 新たに購入しようとするものはリサイクル品が多い。（衣類や、その他生活用品） 

  

31.5%

19.0%

20.8%

2.6%

9.5%

6.1%

2.8%

2.5%

1.4%

2.8%

1.0%

0% 10% 20% 30% 40%

裏紙をメモ用紙などに利用

親族、友人等に譲渡

販売店や民間のリサイクルショップで引き

取り

エコネットあさかで家具を引き取り

バザーやフリーマーケットに参加、ネット

オークション・フリマアプリ等への出品

衣類をリフォームして再使用

エコネットあさかに出品

リターナブルびんの販売店での引き取り

ユネスコ等の団体に寄付

特にない・わからない

その他

n=1688 
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【問 10】 不用になったものを再利用できるようにするため、市に取り組んでほしいことはなんで

すか。（複数回答） 

 

再利用を推進するために、市には、「民

間のリサイクルショップ等の情報提供」、

「不用になった物の情報交換の支援」、「エ

コネットあさかでの情報提供」などの取り

組みが望まれています。 

 

 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• エコネットあさかの周知・活用（P.28 参照） 

• 生ごみの堆肥化はマンションでは難しいので市主導で試しにやってみてほしい。 

• 不用品を気転に活用する仕組みの構築、市民が集まるような場の創出。もっとアイデアを出して

実現させてほしい。 

• リチウムバッテリーの回収。 

• 寄付ＢＯＸのようなものを設置。 

• 民間のリサイクルショップ等との協力で売りやすい環境づくり。 

• 市の収益となる物は回収する。 

• 市でフリマアプリ等に出品。 

• 電化製品など長く使える様に企業へお願いする。 

• リサイクル店の誘致。 

• 市で取り扱わない大きいゴミの処理の仕方を丁寧に周知。 

  

20.1%

23.1%

23.0%

13.4%

11.1%

3.3%

3.4%

2.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

エコネットあさかでの情報提供

民間のリサイクルショップ等の情報

提供

不用になった物の情報交換の支援

エコネットあさかをバザーやフリー

マーケットの拠点化

バザーやフリーマーケットへの支援

エコネットあさかでの体験学習等の

増加

特にない・わからない

その他

n=1510 
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44.2%

11.6%

24.0%

10.5%

7.2%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

実施時期や場所の情報提供

新興住宅地等での周知徹底と、

団体の創設支援

参加者増加に向けたPRの推進

補助金の増額

特にない・わからない

その他

n=1166 

【問 11】 あなたは、集団資源回収について知っていますか。 

 

集団資源回収の認知度は、３割となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

【問 12】どのぐらい集団資源回収を活用していますか。（問11で「知っている」と回答した方対象） 

 

集団資源回収について、知っていても、

その半数が「活用していない」結果となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

【問 13】 集団資源回収を進めるために、市に取り組んでほしいことはなんですか。（複数回答） 

 

市には、「実施時期や場所の情報提供」、

「参加者に向けたPRの推進」、「新興住宅

地当での周知徹底と、団体の創設支援」な

どの取り組みが望まれています。 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• 市民が持っていきたいと思う工夫（スーパーや飲食店との協働や健康づくりとのコラボ、など）。 

• 油などを集めてくれるとうれしいです。又は、連絡先などの提供。 

• 回収場所を増やしてほしい。回収時間も朝から夕方までだせるようにしてほしい。 

• 子供会の負担にせず、回収場所を設置する。 

• 自治会に入っていない場合はどうしたらいいのか。 

• 自分で持って行けない。 

• 活用していない現状で満足している。  

いつも活用している
31.0%

時々活用している
22.2%

活用していない
46.8%

いつも活用している

時々活用している

活用していない

n=216 

 

知っている
30.0%

知らない
70.0%

知っている

知らない

n=743 
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【問 14】 あなたは、令和10（2028）年度から朝霞市と和光市で一緒にごみ処理を行っていく

こと（ごみ処理広域化）を知っていますか。 

 

ごみ処理広域化の認知度は、2割弱とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 15】 ごみ処理広域化に関して、市に取り組んでほしいことはなんですか。（複数回答） 

 

市には、「事業の情報提供」、「公害防止

などに十分配慮した施設運営」、「ごみの減

量化・資源化の促進」などの取り組みが望

まれています。 

 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• 今と変わらないサービスが受けられること。 

• 投資資金を無駄なく管理し、長く使用できるものを次世代に残して欲しい。 

• クリーンセンターの受け入れ体制の強化。 

• 子供の社会科見学。 

• ゴミ処理を身近な存在にする為に、プールの併設。家電修理、おもちゃ修理、リサイクルショッ

プ(民間委託)が同じ敷地なら良いと思う。リサイクルショップに持って行き、お金にならないか

らゴミ処理施設で廃棄は二度手間だから。リサイクルショップで買い取れない物は隣のゴミ処理

施設で処分となったら、便利。 

• ゴミ分別の簡易化。 

• リチウムバッテリーの回収。 

• ゴミを出すのにゴミ袋を購入するのはナンセンス。スーパーの袋を再利用にしてほしい。 

• ペーパーレス化。 

  

n=722 

 

知っている
16.5%

知らない
83.5%

知っている

知らない

n=1381 

29.7%

26.3%

15.8%

27.3%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40%

事業の情報提供

ごみの減量化・資源化の

促進

ごみ処理経費の削減

公害防止など環境に十分

配慮した施設運営

その他
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【問 16】 あなたは、朝霞市に最終処分場（埋立処分場）がなく、他の市・町で埋め立てているこ

とを知っていますか。 

 

本市の最終処分の状況について、約8割

が認知していない結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 17】 家庭ごみの有料化についてどう考えますか。 

 

家庭ごみの有料化について、約6割が「導

入すべきでない」「しばらく様子を見るべ

き」と回答しており、慎重な意見が多い結

果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【問 18】 現在、ごみを出している場所を教えて下さい。 

 

ごみの排出場所について、「戸建て住宅

や集合住宅に付属した専用のごみ集積所

に出している」が約7割と最も多く、次い

で、「道路や空き地などの集積所に出して

いる」が3割となっています。 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• 自分でクリーンセンターへ、もえる、もえない、粗大ゴミを一括して運んでいる。 

• 自宅に来てもらっているのですが、とても助かります。前より少しなくなった様に思います。 

• 毎年、町会の班長が変わるので、その家の前に置きます。１年間ずつで大変です。  

道路や空き地など

の集積所に出して

いる

30.0%

戸建住宅や集合住

宅に付属した専用

のごみ集積所に出

している
68.8%

その他
1.2% 道路や空き地など

の集積所に出して

いる

戸建住宅や集合住

宅に付属した専用

のごみ集積所に出

している

その他

n=724 

n=721 

知っている
19.1%

知らない
80.9%

知っている

知らない

n=716 

すぐにでも導入すべ

き
5.0%

条件付きならば導

入してよい
24.9%

しばらく様子をみる

べき
27.9%

導入すべきでない
33.4%

わからない
8.8%

すぐにでも導入すべ

き

条件付きならば導

入してよい

しばらく様子をみる

べき

導入すべきでない

わからない
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8.8%

24.1%

18.3%

16.8%

2.2%

20.1%

9.7%

0% 10% 20% 30%

排出時間を守らない人が

いる

分別のルールを守らない

人がいる

利用者以外の人（通行人

など）がごみを捨てている

カラスや猫による被害があ

る

集積所の管理を巡るトラブ

ルがある

特に問題はない

その他

n=1026 

【問 19】 現在、使用しているごみ集積所で、どのような問題がありますか。 

 

「分別のルールを守らない人がいる」が

最も多く、次いで「特に問題はない」、「利

用者以外の人（通行人など）がごみを捨て

ている」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• かごやネットの設置回収が当番制だが、共働きや高齢者世帯にその仕組みがマッチしていない。 

• 公道に毎回カゴにアミ等を出す当番制で行うが高齢者が多く大変になってきている。固定できる

とありがたい。 

• 現在地域では高齢化が進み、ゴミ当番（コンテナ式の分別容器を出すなで）を離脱する人が多い

です。分別容器が重たくて出せないという理由です。中には元気そうなに同年代の人がやめると

右へならえで当番をしてくれません。若くても忙しいと言いしてくれません。ですが共働きは皆

同じです。当番が廻ってくる頻度が高くてこまります。東京都のように自宅前にゴミを置き、回

収していただけないでしょうか。 

• ゴミを入れるカゴを各家庭でまわして保管しているが、我が家は置き場が無いので、集積所にカ

ゴを置いたままにして欲しい。 

• 県道のガードレールのそばに出しているが、歩道が狭く、とても邪魔になっている。カラスに荒

らされ、車道・歩道を汚してしまい、危なくもある。場所をなんとかしたくて市に相談もしたが、

解決策が見つからない。 

• 蓋・扉がなく道路に転がりそうで不安。 

• 紙資源を持って行ってもらえる時と持って行ってもらえない時がある。 

• 朝早いので、ごみの準備がされてない。 

• 不審者がゴミを漁っていたことがある。 
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【問 20】 使わなくなった紙のうち、「雑がみ」をどのように出していますか。 

 

約５割が雑紙を『資源』として、ごみ集

積所や集団資源回収などに出している」一

方、約4割が「『燃やすごみ』として出して

いる」結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 21】 雑がみを「燃やすごみ」として出した主な理由は何ですか。（複数回答） 

（【問20】で「「燃やすごみ」として出している」と回答した方対象） 

 

雑がみを「燃やすごみ」として出した理

由について、「少量であるから」が最も多

く、次いで「個人情報や精密情報が含まれ

ているから」、「資源物であることを知らな

かったから」となっています。 

 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• 汚れがひどいもの。 

• 油、におい。 

• 小さいものは燃やすゴミに、大きいものは資源として出している。 

• 生ゴミを包んで出す為。 

• 生ごみが燃える為に必要かなと。 

• シュレッダー処理している。 

• 業者が喜ばないと言われたので分別をやめた。 

• 皆さんが出していないから。 

• 雑がみを紙袋に入れて回収できるようにしてほしい。 

  

22.5%

34.5%

1.9%

8.4%

3.6%

24.2%

0.8%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40%

資源物であることを知らなかっ

たから

少量であるから

資源物回収日を知らないから

ひもで束ねて出すのが面倒だ

から

大量に出て、回収日まで保管し

きれないから

個人情報や機密情報が含まれ

るから

特に理由はない

その他

n=524 

n=747 

「燃やすごみ」として

出している
43.9%

「資源」として、ごみ

集積所や集団資源

回収などに出してい

る
53.0%

ほとんど雑がみをご

みとして出さない
2.3%

わからない
0.8% 「燃やすごみ」と

して出している

「資源」として、ご

み集積所や集団

資源回収などに

出している

ほとんど雑がみ

をごみとして出さ

ない

わからない
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【問 22】 あなたは、食品ロスの問題を知っていますか。 

 

食品ロスの問題について、約9割強が「知

っている」と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 23】あなたの家庭で出すことのある食品ロスには、どのようなものがありますか。（複数回答） 

（【問22】で「知っている」と回答した方対象） 

 

家庭で出す食品ロスの種類について、

「【直接廃棄】痛んだり、賞味・消費期限

が切れたりしたことで、手つかずのまま廃

棄するもの」が最も多く、次いで「ほとん

ど食品ロスを出さない」、「【食べ残し】食

卓にのぼった食品で、食べきれずにはいき

するもの」となっています。 

 

 

 

 

【問 24】 あなたの家庭で食品ロスが出た理由は何ですか。（複数回答） 

（【問23】で「1：食べ残し」、「2：直接廃棄」、「3：過剰除去」と回答した方対象） 

 

家庭での食品ロスの発生理由について、

「買ったことを忘れたまま、賞味（消費）

期限が切れてしまった」が最も多く、次い

で「安売りや大袋サイズなどで大量に買っ

てしまい、食べきれなかった」、「家にある

ことに気付かずに、同じものを買ってしま

い食べきれなかった」となっています。 

 

 

 

 

39.1%

20.4%

11.0%

11.9%

9.3%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

買ったことを忘れたまま、賞味（消

費）期限が切れてしまった

安売りや大袋サイズなどで大量に

買ってしまい、食べきれなかった

家にあることに気付かずに、同じも

のを買ってしまい食べきれなかった

口に合わなかった

手つかずのまま捨てたことはない

その他

n=647 

知っている
94.1%

知らない
5.9%

知っている

知らない

n=741 

n=987 

23.3%

33.4%

16.8%

26.0%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40%

【食べ残し】食卓にのぼった食

品で、食べ切られずに廃棄す

るもの

【直接廃棄】傷んだり、賞味・消

費期限が切れたりしたことで、

手つかずのまま廃棄するもの

【過剰除去】野菜や果物の皮を

むく場合などに、本来食べられ

る部分まで取り除いたもの

ほとんど食品ロスを出さない

わからない
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77.6% 22.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

行っている 行っていない

n=731 

72.6%

77.3%

73.8%

64.3%

80.3%

71.7%

82.6%

83.8%

27.4%

22.7%

26.2%

35.7%

19.7%

28.3%

17.4%

16.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性全体

20～39歳

40～69歳

70歳以上

女性全体

20～39歳

40～69歳

70歳以上

男

性

女

性

行っている 行っていない

n=723 （性別×年代別集計） 

〈その他回答〉 

• 料理しようと思い買ったが、料理する時間がとれず傷んでしまったことがある。 

• 買った事は忘れていないが、料理が出来ない日が続いたり、他の食材とうまく組み合わせが出来

なかったなどの都合で期限が来てしまった。 

• 一度に多くの野菜等をいただいて使いきれずに傷んでしまったりした。 

• 好きでないものを人からもらってそのままにしてあった。 

• 食べ残しを冷蔵庫に入れたまま忘れてしまった。 

• 保存方法の失敗により、日持ちを悪くした。 

• 皮を厚くむいた方がきれいな気がして安心するから。 

• 皮や種は食べたくない。 

• 子供が食べられなさそうな皮はむいてしまっています。（りんごの皮、カボチャの皮など） 

• 子供の好き嫌い、食事を残すことがある。 

• 料理スキルが低いから。 

• 災害用に備蓄した物が期限間近になってしまい、（一部）あわてて近所にゆずったり、家族で食

べる用にしている。 

• 農家でたくさんの不良品が出た場合、食べきれずに捨ててしまう。 

 

 

【問 25】 あなたは普段、食品ロスを減らすために何か行っていますか。 

 

食品ロス削減に向けて、8割弱が何らか

の取り組みを行っています。 

性別及び年代別では、「行っている」割

合は、男性は20～39歳、女性は70歳以

上でそれぞれ最も多くなっています。男性

は年齢が高くなるほど実施割合は低くな

り、女性は20～39歳の年代の実施割合が

低くなっています。 
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【問 26】 食品ロスを出さないために実施していることはありますか。（複数回答） 

 

食品ロス削減のための取り組みとして、

「買い物に行く前に冷蔵庫の中身を確認

している」、「食べきれる分だけ料理を作っ

ている」、「出された料理を食べきっている」

の順で実施割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• 保存方法を調べておいしく保存し使いきる。 

• 作りおきした物は、タッパに入れて、冷凍保存する等、ロスを削減している。 

• 賞味期限の長いものを購入し、家庭内ロスを減らすようにしている。 

• 期限が近いもの、使いきれない食材（食パンや肉類漁類など）は冷凍にしてしまう。 

• 「肉じゃが」のように肉と野菜の入った煮物は、残るとカレー味にして食べている。 

• 計画的に買い出しに行っている。 

• 冷蔵庫内の物を常に書いている（ホワイトボード使用）。 

• 賞味期限の近い見切り品を購入し料理する。 

• 賞味期限や消費期限に敏感にならず使い切り無駄にしないようにしている。 

• 宅配業者を利用している。 

• よっぽどの事がない限り料理したものは全部食べている。 

  

24.0%

15.2%

20.1%

18.8%

19.4%

1.2%

1.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

買い物に行く前に冷蔵庫の

中身を確認している

ばら売りや小袋サイズなど

で必要な分だけ買っている

食べきれる分だけ料理を

作っている

残った食材を別の料理に利

用している

出された料理を食べきって

いる

特に取り組んでいない

その他

n=1953 



  

20 

 

【問 27】 プラスチック問題（使用量削減や分別の徹底など）に関心がありますか。 

 

約9割の人がプラスチック問題に関心を

持っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 28】 プラスチックごみ問題の解決に向けて、どのような取組が必要と考えますか。 

 

プラスチックごみ問題の解決に向けて、

「マイバッグを持参するなど、できる限り

レジ袋を受け取らない」、「ルールに従って、

ごみを正しく分別する」、「できる限りスプ

ーンなどの食器・ストロー等を受け取らな

い」などの取り組みが必要とされています。 

 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• むしろ企業側に「作らない努力」をしてほしい。「スプーン」「ストロー」「トレー」「ペットボト

ル」などプラスチック製品を作らない。 

• メーカー側の意識改革、過剰包装の日本製品をメーカーが改革しなければ、プラゴミ問題は解決

しないと考える。 

• 段階的にプラスチックの製造使用を節減する（政府が法令で）。 

• プラゴミを出さない様更に強力な要請を事業者に行う。 

• 素材そのものの研究開発（低コスト、整形しやすく、いろいろなものを作れる、量産が可能で生

分解される素材）。 

• 燃料高騰の為、プラ等を燃やせる高性能炉へと転換し、限りある石油資源を大切にしつつ二酸化

炭素を削減する。 

• プラスチック類の燃料化、液体燃料への還元システム確立。 

• プラスチックを燃やしても有害なガスが出ない素材で作った物だけを世に出すようにすれば良

いと思う。 

• 汚れたプラごみ(燃えるゴミとする)が多いことへの研究、対策。 

28.4%

27.4%

18.8%

15.7%

8.0%

1.7%

0% 10% 20% 30%

マイバックを持参するなど、できる限りレ

ジ袋を受け取らない

ルールに従って、ごみを正しく分別する

できる限りスプーンなどの食器・ストロー

等を受け取らない

マイボトルを持参するなど、使い捨ての

飲料容器（ペットボトル等）をできる限り

使用しない

リサイクル材や植物を原料としたプラス

チックなどを使った製品を積極的に選ぶ

その他

n=2030 

非常に関心がある
31.7%

ある程度関心があ

る
58.5%

あまり関心がない
8.8%

まったく関心がない
1.1%

非常に関心がある

ある程度関心がある

あまり関心がない

まったく関心がない

n=739 
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• 「リサイクル材＝安い」という考え方を改めることが必要。（社会全体での周知）そのうえでコ

ストが高いリサイクル材を積極的に選択できる仕組が必要と思います。 

• 現状の様々なプラ削減策が本当に必要なことなのか疑問に思う。ゴミ分別をしっかりやればいい

のではないか。 

• スーパーのお肉の包装を簡易的に。お菓子なども袋が大きいのに中は少ないので大きさを適切に。 

• トレー入りから袋入りなどへ変更できればプラごみは少なくなるのではないでしょうか。（お店

自体が包装を変えるのは難しいですが…） 

• はかり売り。 

• 雨天時のスーパーなどでの傘袋配布を廃止する。すごく短時間しか使われずに捨てられてしまい

もったいないと思います。 

• スーパー袋をゴミ袋として活用したい！この事がゴミ問題を解決するとは思わない。今そのまま

すててあったり、かみ袋に入れて置いてあったりしている。以前よりひどい。 

• マイクロプラスチックの流出を抑制する洗濯ネットを利用している。 

• そもそもプラスチック製品を購入しない様にしている。 

• マイはし、スプーンを利用している。 

• 海に捨てないよう啓発。 

• 啓蒙活動。（そもそもプラスチックは何度も使えるものなので、ビニール袋なども再利用できる、

とか。） 

• 全体主義に陥らない様、広報と自主性を基軸にするべき。 

• 川や山等に捨ててあるプラごみを積極的に拾う。 

 

 

【問 29】 コロナ禍の前と比べて、あなたの家庭から出されるごみの量はどのように変化しました

か。 

 

コロナ禍によるごみ量の変化について、

「変わらない」が最も多く、次いで「やや

増えた」、「やや減った」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても増えた
3.8%

やや増えた
23.0%

変わらない
62.4%

やや減った
9.1%

とても減った
1.7%

とても増えた

やや増えた

変わらない

やや減った

とても減った

n=744 



  

22 

 

【問 30】 その他、朝霞市のごみ問題を良くするためのアイデアや意見等があればご記入ください。 

 

（※回答いただいたアイデアや意見等については、カテゴリー別に整理し、主なものについて、一部

の表現を除き、原文のまま記載しています。） 

 

① 情報提供・意識啓発について 

情報提供・意識啓発についての自由意見 

 具体的な内容 

市による

情報提

供・発信 

情報の開示と提供をあらゆる手段．機会を利用して根気強く発信してほしい！ 

チラシ、パンフレット等での各家庭への説明。 

朝霞市のＴｗｉｔｔｅｒアカウントで、フリマの情報等を発信してほしいです。 

広報あさかで、現在ゴミ問題でかかえている大変な現状を毎月写真入りや記事で紹介して悲惨

な状態を知ら示して見てもらい、関心を持ってもらう。とにかくゴミは個人、日々出す物だけ

に各自が考える事である。 

観葉植物の土を廃棄するところの案内を市役所やポームページ等で知らせて頂きたいです。 

駅や公共施設にごみをなくすことの重要性をＰＲするチラシを設置する→朝霞市民のごみ問

題への意識を高くする。 

もうあると思いますが、市の広報やホームページで、どうすればゴミが少しでも減らせるか、

具体的に積極的に載せれば、それを見て、協力をしてくれる方がいるかもしれません。 

一人一人の意識を高める為に市からの情報提供を、もっと多くしてはどうでしょうか？ 

どうやって捨てていいかわからない物があるので、ＨＰでできるだけ詳しい情報をのせてほし

い。 

ゴミの分別や減量を行う事で、諸経費が削減されて、結果その余剰を教育や生活の保障等に充

てる事ができるかも、等。具体的にイメージができる情報を周知してみるのはいかかでしょう。

ゴミが減ることで焼却炉も永く使用することが出来、劣化により必要になる建て替え時期も延

ばす事が出来る事など市のＨＰに情報を探しに行かなくても目にすることが出来る様情報共

有できるようゴミの集積所などに貼り出してみるのも良いのでは。 

ゴミに限らず、環境問題についての啓発活動、広報を増やしてくれると良いです。 

市のHPでわかりにくい部分があり、一覧表など見やすくしてほしい。(粗大ゴミの説明など) 

ゴミステーションの設置、リサイクルボックスの周知は行って欲しいです。 

アンケートの中に知らないことも有りました。情報発信はされているのでしょうから、どうや

ったら届くのか、関心を持たせる為の方策検討が必要ですね。予算を掛けず、資源も使わない、

となると今、朝霞市が配信している、メールでしょうか？なかなか難しいですが、頑張って下

さい。私も今後はもっと気にかける様にします。 

興味がない人や調べ方を知らない人にもごみ問題を考えたりごみ収集について知れる様な情

報の発信。 

ごみを減らせる豆知識をSNSなどで流す。 

ゴミ問題として捉えていない所もあるが当たり前として捉えている所もあると思うので改め

ての何が重要で何が必要なのか。意識更新の場があれば。と思うが関心を持っていない人も含

めて広く目に出来る機会が欲しい。 

家庭ゴミ排出量が、令和元年以降増加していると知りませんでした。ゴミ排出量増加の発信、

分別の徹底をもっと呼びかけてほしい。 

プラスチック資源ゴミは、洗ってかわかしてからゴミに出すことなど、ちょっとめんどくさい。

その、めんどくさいことをやらない人もいると思うので、動画で正しいゴミの出し方をきちん

とわかりやすく、また、めんどくさくないアイデアや方法があればアップしていくといいと思

う。マンションが増えているので、その動画で必ず確認するようにすれば新しく来た朝霞市民

も早くゴミ出しルールについて理解できると思う。 

ごみの捨て方による危険なことを知らせる動画を作成して周知する。その動画をコンテストに

するとか。危険な場面の動画や映像は主催側で用意、提供するなど安全面に配慮して、ポスタ

ーも良いが動画の方が伝わると思います。 

イベント

開催 

広報の中に図書館の様にページを作ったり、彩夏祭ナド人が集まるイベントでＰＲブースを作

ったりして活動報告や呼びかけをすると良いのでは。ゴミに関することはなんとなくわかって

いるけど、いざとなるとよくわからないという事が多いと思います。 
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 具体的な内容 

広報やＨＰに情報を載せても、見ない方がたくさんいると思います。（若者、３０、４０、５

０代位の男性とか？）街頭イベントなど、色んな世代が情報を知れる機会が必要と思います。 

フリーマーケット等で、不用品を売ったりできるよう、イベントを増やす。 

マイバックの導入やスプーン、ストローなどの件よりも、コンビニやスーパーが使っている弁

当惣菜の箱などのほうがずっと大きなゴミになっています。ファストファッションなどの服も

使い捨ての品質の悪いものばかりだから、そちらのほうから考えたほうがよい。良質なものを

大事に使うことを啓発したらいかがでしょう？ 

分別できたゴミと景品を交換するイベントを作ると良いと思う。 

環境教育 小さい子供のうちから、ゴミの仕分けを楽しくすすんでやるようにすれば、大人になっても苦

にならないと思いますが！なかなか難しいかな？ 

大人だけでなく、幼い子供のうちから自然と意識を持つように、公民館．児童施設．図書館な

どにゴミの発生から処理までの流れ、かかえている問題を映像や展示物などで知らせ、意識付

ける。（広報やネットだけでは見ない方もいるかも知れませんから） 

学校でゴミの分別、生ごみ堆肥にすることを子供たちに教えこむ。理由…親たちの中には、広

報や学校の手紙を見ない人も多い。でも、学校でどんなことを習ったか、子供からの話には耳

をかたむけるから。学校の社会科見学で、エコネットあさか、クリーンセンターへ行って、子

供達の理解をふかめる。大人用ツアーがあってもいいかも。 

小中学生や高校生への教育子供から大人に浸透していくことが期待される。 

家庭ゴミもそうだが、河川に流れこむプラゴミが海洋へ流れでている。黒目川のクリーンナッ

プ等、市民への問題意識を訴えていただきたい。子供への教育が今后の環境を左右すると考え

ます。プラゴミ関係のセミナーを市で開催していくのも１つの手段です。ＪＡＭＳＴＥＣでは、

無料で博士を派遣してくれます。ｚｏｏｍを使ったオンラインでもＯＫ！！知ることで、行動

は変わると感じます！ 

ゴミ問題、協力的な人は既に自分が出来ることを実行してるし、協力的でない人は、全く何も

しないのが現状です。やはり、幼少期からの啓発が必要かと思います。それと、市長選や市議

会選で、どの候補も、この問題を訴える人がいないのも関心の低さを招いていると思います。 

市担当者による保育園、幼稚園、小学校などへのごみ減量のための出前授業や紙しばいなど。 

ゴミ問題をこのまま放って置くと、どうなってしまうか、具体的に意識するような、恐怖感を

与えるように周知させたほうがいいと思います。 

ポイ捨てが多く感じます。一人一人の意識を高めポイ捨てしたゴミたちが、最終的には海に流

れ魚など生物は影響を及ぼし、巡り巡って自分に返ってくるということを小さいうちから教え

ていくことが大事。 

ゴミの出し方の関心の有無で、ゴミの出し方がかなり変ってくると思います。生ゴミも、その

まま捨てると、カラスに狙われてしまうので、掃除が大変です。個々の意識を高めるためにも、

理解しやすい冊子等があると、いいのではないでしょうか？ 

プラスチックゴミが回収されて、紙が貼ってあったり汚れているものなどを更に分別されてい

ると聞いたことがあります（人の手で？）実際に見学する機会など設けて頂けたらと思います。

我々もそうですが、子供たちの授業の一環としてでも見学できたらと思います。 

ごみ処理

の仕組み

に係る啓

発 

ゴミがどのように活用されているのか、その仕組みをもっとわかりやすくなると良い。 

ゴミ収集者が、行き着く場所を知りたいので、市民に公開してほしい。（公開する機会を作っ

てほしい）分別して出した物が、しっかり分別処理されているか確認したい。 

クリーンセンターでのゴミの処理方法、たとえば、汚れていたりぬれているプラスチックごみ

や一部に紙のシールが貼られているプラスチックゴみは、どのように処理するのかがわかって

いれば捨てる時できるだけセンターの人の負担にならないように配慮できます。 

具体的にごみがどのように処理されてリサイクルするのか、知りたい。 

分別、回収の後の工程を写真付きで市のホームページに掲載して欲しい。どういった工程のた

めにどういったゴミの出し方をしたら効率が良いのかを示してみんなが理解すれば無駄が省

けると思う。例えば、なぜ空き缶はコンパクトに圧縮してはいけないのか、瓶の紙ラベルは剥

がすと剥がさないのでは手間が変わるのかなど、回収の後のどの工程にどう影響するか分かれ

ば協力し易い。また、環境全体を考えた場合の比較を提示して頂きたい。プラスチックに付着

した油分を落としてリサイクルゴミに出すようきめられているが、油はなるべく下水に流して

はいけないとも言われている。食用油のボトルはどちらが環境に良いのか、水道代を使ったり、

下水処理を行う費用と土に埋めるかも知れないリサイクルと言われる工程のどちらが大事な

のか。ポテトチップスの袋、カップ麺の容器、洗剤と水を消費しての回収が必要な根拠を示し

てもらえたら納得して協力出来る。 
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② ３Rについて 

② ３Ｒについての自由意見 

 具体的な内容 

ごみの減量化 商品を売る側もなるべくごみの出ないように工夫をしたほうが良いのでは。過剰包装、

プラスチックトレーなどをはぶく。 

高齢化が進み、不要品を保管している家庭は多いと思う。一方、欲しい人もいるはずな

ので、その間をつなぐことはいうまでもないが、さらに輪を広げるためには、人が集ま

りたくなるような場をつくることが必要。単なる周知だけではなく、リサイクルに付加

価値をつけることやリサイクル商品開発などの事業化への取りくみに期待しています。 

過剰包装がすぎる。ＤＭ、チラシが多い。ごみになるだけ。 

学校からの手紙、保育園や学童への提出書類、すべてネット上で完結できれば、大量の

紙類を使用せずに済み、かつ毎年のように同じ内容を記入する必要もなくなるのではな

いでしょうか？「広報あさか」をｗｅｂ上で閲覧できれば、紙媒体はうちでは必要あり

ません。 

プラスチックが多くなった様に感じます。菓子類、特にせんべいなど大袋の中にトレー、

個包製で過剰です。メーカーが良く見せる為かと思うが、考えてほしい。 

各自分で家庭からでる余分のごみの量を減らし、負担せず常に関心を持つ事を願います。 

市の広報誌は３０代以下の家庭ならＱＲコードでいいと思う。可能な限りペーパーレス

化は進めるべき。スーパーのお肉のパック（白のトレー）もビニール包そうにすれば削

減できると思う。ネットで洋服を買うことが増えたが、サイズが合わず着れないことも

あるため、市で回収してフリマを開き、売上げをゴミの費用にまわすのはどうか。子供

服すぐにサイズアウトするので、支援センターで自由に寄附やもらうことができたらう

れしい。壊れたおもちゃもシニアの人が修理し、支援センターに寄附または、フリマで

売ったり買えるとゴミも減ると思う。みんなエコバックはもっているので過剰包装を減

らす方向で進めてほしい。 

食品のプラスチック包装を減らす努力している事業者への補助。 

人口を増やさない。 

ほぼ捨てられるだろう紙でのアンケートをやめる。毎月くる朝霞の広報あさかをやめる。

どうせ捨てる。 

リデュースの意識が必要だと思います。例えばこのアンケートも、スマートフォンを基

本的に使える40代くらいまでの家庭であれば、QRコード付きの調査依頼文書だけで良

いのではないでしょうか。かなり紙の節約にはなると思います。 

コロナ禍のため過剰包装が増えたように思います。 

今回のようなアンケートなどのデジタル化を進めて、紙の消費量・郵送費を減らすと良

いと思います。 

リサイクルの

推進 

クリーンセンターがあるのでない市より良いと思う。マンションが増えているので、マ

ンションで捨てられているアルミ．スチール．ペットボトルなど、買い取ればいいと思

う。スーパーやコンビニの前にリサイクルステーションがあるが、なかなかいけない。 

衣類や家具等、自治体で積極的に回収してリサイクルに充てて欲しい。 

不要な衣服等の回収、リサイクルしたい人への寄付 

不要になったものを自由に譲渡し合える場の拡充 

傷物の野菜などを駅で多方直売所のように販売したら売れるし便利だと思いました。 

市民同志でのリサイクルができる場を増やす。ネットを多いに活用するなど。 

引越しで転居する人と、新しく朝霞に来る方の家具のマッチングサービス 

子供の衣類や制服、おもちゃ、ベビーカー、チャイルドシート等、子供の物が、成長に

伴いゴミになりやすい。不用品を市が引き取り、管理、譲渡やレンタル、または、販売、

修理等すると、保管と管理コストだけでかなりゴミが減るのではないか？ 

プラスチック問題について、企業への協力をおねがいしていく。木のスプーンにかえて

いくなど、小さいことからでも変えていく必要があると思う。 

もっとリサイクル出来る仕組みをどんどん発信してほしい。リサイクルに出したいと思

っても業者を選ぼうにも高額請求されるのではと不安。 

古い服の処理のしかたがよく分からないです。どこかに寄付等したいのですが、そうし

たときの分かりやすい案内があったら、大変助かると思います。 

洋服、着物、ネクタイ、傘などが再利用できる方法を教えて頂きたい。 

リサイクルの情報を誰にでも分かりやすいようにアピールして皆で協力する！ 
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 具体的な内容 

コンポストの

推進 

無理なく簡単に生ゴミを堆肥にする方法をもっと広く知らせる活動が必要だと思う。 

生ごみを土にかえすシステムを各家庭に導入させる。 

コミュニティコンポストのシステムづくり。それぞれで作ったコンポストを持ち寄って、

みんなで野菜作ったり、植物育てたり、家庭で出る生ごみを減らす手段のひとつとして、

コンポストを考えていますが、家庭で堆肥を作ったところで、マンションのベランダで

野菜作りは中々難しいです。共同の土地、もしくは農家さんと提携して、堆肥を集めて

使ってくれる場所が近くにあれば、コンポストやろうかなと思います。 

雑がみ資源化

に係る周知 

雑紙が資源ごみとして出せることの周知が徹底されてないように思います。大規模マン

ションに住んでいますが、他のごみに比べて出されている量が少ないように感じ、雑紙

を資源ごみとして出せることを知らない人が多いのではないかと思います。私自身、雑

紙を資源ごみとして出すようになってから、今まで燃やせるゴミに出していたものを資

源ごみに出す頻度が予想よりはるかに多く驚きました。雑紙についてもう少し周知され

れば燃やせるゴミは減らせるのではないかと思います。 

雑がみについて、もう少し詳しくアピール等して欲しい。知らない事が多かったので。 

紙資源の出し方がいまいち分かり辛く、紙資源を分けて袋に出しても回収してもらえな

い時があるので出し方に困っています。 

回収拠点の拡

充 

ゴミ集積日以外に、気軽にゴミを捨てる施設が多く有ればと思う（資源回収ＢＯＸの場

所を知らない）今は、ヤオコーへ、ペットボトル、アルミ缶を出しているが、大掛りで

は無い回収施設を街中に作って欲しい。 

スーパーなどの回収ボックスを増やして欲しい。回収する種類など、とうふの容器（プ

ラスチック）やたまごの容器（プラスチック）は対象外のところが多いので。いつもご

みの回収をして下さり、ありがとうございます。 

我が家はペットボトルはスーパーのリサイクルステーションに出しています。市でも同

様な物を設置するとか、スーパーでの取り組みを知らない方に情報提供するなどが出来

たら良いのではと思います。 

リサイクルボックスを朝霞市全域に大量に作り、リサイクルボックスに入れれば、入れ

た分だけポイントとなり、朝霞市商品券に交換できるといった仕組みとする。 

資源化対策をする！電気製品の回収システム構築。 

ミックスペーパーを気楽に資源ごみに出来るゴミステーションがほしい。 

資源ごみ回収のボックスをもっと細かくわけて捨てられるようにできたらいい。 

リチウムバッテリーの回収を市が主導でやって欲しい。今日ではリチウム電池が使われ

ていない雑貨を探すのが難しい程度にありふれているのに、回収がショップ任せになっ

ている。出し方がわからずに不燃ごミに出されるケースも多く、多くの自治体で問題に

なっているので、朝霞市でも、市主動で回収や回収場所の周知をして欲しい。 

ポイント還元

システムの導

入 

今、流行っている強化月など決めてでも、ポイントがもらえるとかあると、関心を示す

人が増え、効果が出ると思う。 

某スーパーで、空き缶、ペットボトル、古紙など、資源回収（リサイクル）に協力する

と、スーパーのポイントとして還元されるシステムがあり、利用している。利用者はと

ても多く、皆さんリサイクルにポイントにつながることを楽しんでいるように思う。費

用はかかるかもしれないが、市でもそういったシステムの導入がされると、市民の意識

が変わったり、子どもも楽しんでリサイクル活動に関われると思う。 

ペットボトル、カン、雑がみ、ダンボールをだすと、ポイントがついてポイントで何か

もらえる。スーパーマーケットで、おこなっているのですが、けっこうお客さんが、リ

サイクル機に並んでます。 

むかし、愛知県の東海市に住んでた事があり、そこは毎年市役所から一定数のビニール

が配布され、それで間に合わない人は買わないといけないが、それが10枚1000円でし

た。皆買いたくないからゴミの節約を必然的にやってたと思います。個人的にはマイバ

ッグ持参でポイントをつけてくれる店が殆ど無いので、ポイントが付くだけでもビニー

ルを買う人が減るのでは？と思います。 

どこかの町でゴミ分別集積所を設けて、そこで分別するとエコポイントがもらえ地元野

菜と交換できるといったニュースを見ました。それは小さな町で、朝霞のような規模で

は難しさもあるかもしれませんが、何かイベントのときや、期間限定でもそういった場

所を設けて、市民のゴミに対する意識を高められないだろうかと思います。 

リサイクルに協力したらお金やポイントなどがもらえる。 

全店舗でのリサイクル回収をポイント制にすると利用者が増えると思います。 
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③ ごみ分別について 

③ ごみ分別についての自由意見 

 具体的な内容 

分別に係るわ

かりやすい情

報の提供 

ゴミを出す時に、分別の種類がよくわからない時がある。詳しい具体的な情報を、配っ

てほしい。 

資源ゴミやリサイクルできない物（電化製品でも小さいもの）などをもう少しくわしく

提示してほしい！！ 

歯ブラシ等プラスチックに見えるけど、燃やせないゴミを広報やゴミの冊子で目立つよ

うに情報提供した方が良いと思います。雑紙の封筒も窓あき封筒のセロハンは取りのぞ

くとかティッシュの箱の口のビニールは取るとか細かい指導が欲しいです。 

市の分別説明がわかりづらい。今でもパンフレットを見ている。 

個人の意識が大きいポイントなど、目に見えて効果があるようなもので意識付けできれ

ば良いと思う（それが何かまでは思いつきません）。朝霞市の分別、他の地域の分別、地

域ごとに分別が違うので知らない人も多いと思う。日常的に目に見えるところに分別が

理解できるようなものを掲示してほしい。 

分別ゴミが良くわからないので、ラインで聞くと答えるみたいのを導入して欲しい。雑

がみの資源ゴミはもっとアピールするべきだと思う。出してる人が少ない。 

ゴミの細かい分別方法が分かりやすいといいです。それから、各ゴミがどのように処理

されているのかがもっと裏側を知って意識付けしたいです。 

分別の仕方がよく分からない事もあるし､もっと周知して欲しいとは思う｡集合住宅は場

所によってはいつでも出せるっていうのがメリットだと思う｡燃えるゴミも､別に限られ

た場所じゃなくてどこでも出せたらポイ捨てもなくなるんじゃないかなと思ったりす

る｡ 

先日、テレビで「ピザの箱は、可燃ゴミか資源ゴミか」と問われて自治体によって異な

るとの話。汚れをふきとれば（油は多少ついていても）資源ゴミと思っていましたが、

朝霞はどうなのですか？毛布は小さく切ったら「可燃」とか、もっと具体的に公報で知

らせてほしいです。子供に聞かれても、自信をもって答えられない時もあります。野菜

のプラ袋に値の紙がついていても「資源ゴミ」で良いのか。汚れていたら「可燃」は知

っていても、洗濯洗剤の箱は「資源（ゴミ）」で良いのですか？パック酒の箱の中がアル

ミでも「資源」可ですか？ 

長い間主婦をやっていますが、ごみの表を見てもわからない時がある。（アルムのコーヒ

ーかんなどのフタはつけたままかんの中に入れてよいかなど、ケチャップのよごれ、油

ビンなどは、なるべく洗いますが、いろいろです。 

時々ゴミの出し方がわからない時があるので、どこに聞けばいいなど、わかりやすくし

てほしいです。 

資源ゴミの紙類はダンボールのみだと思ってました。たとえばピザの箱とかは普通ゴミ

に出す様に清掃員にいわれた。 

ゴミの分別が分からないときは「資源とゴミの分け方出し方」の冊子を参考にしていま

す。味のりの容器など、多分プラだろうけどこんなに硬いものもそうなのか？といつも

悩みます。味のりの容器も分別辞典に載せてほしいです。 

ゴミの分別方法を細かく明確にしてほしい。この条件であればこの方法で回収できます

といった、フローチャートのようなものがあればわかりやすいです。 

粗大ゴミか否かの判断がわかりにくい。 

分別の細分化 もう少し細かく分別しても良いと思う。 

分別をさらに多くすると良いと思います。 

リサイクル資源をゴミと混同しない啓発を進め分別を細分化しリサイクル量を増やすし

かない。 

分別の簡易化 ゴミ分別の簡易化 

分別について他市に比べると緩いところが助かる。 

その他 肉や魚のトレーは燃えるゴミとして出したい。 
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④ 排出マナー及びルールについて 

④ 排出マナー及びルールについての自由意見 

 具体的な内容 

アパート管

理者への指

導 

アパートなどのゴミが散乱している所をよく見かけます。ネットをしっかりかけるなど管

理者に見まわりなどきちんとしてほしい。 

アパート管理人に責任を持って頂きたい。どのアパートもゴミの管理が出来ていないので、

厳しく指導して下さい。お願いします。必ずに！！ 

ごみの出し方で、共同住宅の人（とくに、外国籍の方々）が、分別していない。出す曜日

をまちがえているｅｔｃ、困っています。共同住宅を管理している不動産屋が、キチンと

説明をしてほしいです。 

アパート、共同住宅等では必ずごみ集積箱も置く事を義務付けが必要です。 

不動産で新しく入居する方にゴミの出し方のチラシ等を配布する。特にはじめて朝霞市で

一人暮らしをする単身者。汚れたプラスチック製品を燃えないゴミにそのままに出す。ペ

ットボトルを洗わずに蓋をしたまま出す。はじめての一人暮らしでゴミの出し方を知らな

い人が多い気がする。 

常設の排出

場所の開設 

時間外にいつでもゴミ廃棄できる場所があれば良いと思う。割増料金を取っても良いと思

う。 

勤めが夜勤等で、決まった時に出せない人はゴミをためこんでしまう。常設の分別場所が

あれば、車でも行け、使いやすい。 

ゴミ集積場に、いつでも捨てても大丈夫な、紙．ペットボトルなどの捨場を作って欲しい。

資源ゴミだけは、曜日にかかわらず、いつでも捨てられるのであれば、分別はすすむと思

います。 

カラス対策 道路にごみが散乱しているのをよく見かける。カラス対策をもっと徹底してほしい。 

燃えるごみの日の朝、道路に生ゴミが散乱している。恐らくカラスや鳥によって荒らされ

ていると思うので、ネットや何かで対策してほしいです。 

排出者の特

定 

戸建は、自宅の前にごみ出しにすれば目見えるので意識が変わると思います。収集の手間

は増えるけど、減量化、分別の徹底には効果有ると思います。 

ゴミの分別ができない人が稀にいます。出した人が特定されるような対策を考えていただ

きたい。 

高齢者・外国

人対策 

住んでいる地域は年長者が多く、リサイクルビンと、不燃のコップ．グラスの区別がわか

らず、ビンの日にどちらも出されています。毎年出している冊子だけでは見落とすかもし

れないので、分別カゴに分かりやすく絵などのカードを貼ったり一目見て出し方がわかる

ようにしたら良いと思います。 

ごみ出しのマナーの悪さは、どちらかというと高齢の方に多いと感じます。分からない、

面倒、といったケースが多くなるからでしょうか。若年層は、昨今の環境問題について学

び、触れる機会が多いのか、比較的良好、やはり関心を持ってもらう、啓蒙、教育活動は

必須と考えます。 

外国人など通りすがりに回収の日にゴミ袋を置いて行くマナーを知らない人がいる（志木

宗岡の人など）アパートなど管理人は入居時にきちんとした説明をすべき。 

外国人のゴミ捨てマナーが悪いので徹底しないといけないと思う。これからも綺麗な町、

朝霞としての強みを醸成してほしい。 

公共の場へ

のごみの排

出 

自販機の回収用（ペットボトル入れ）をゴミ箱用として使用する者が、大多数いる。 

自動販売機やコンビニのゴミ箱に家庭用ゴミを捨てに来る人を減らしてほしい。目の前が

自動販売機で非常に迷惑です。 

回収かごの

管理問題 

ゴミ出しのカゴを順番で行っていますが、高齢者が多く、固定出来るとありがたい。町内

会で話すべきだと思いますが、市でも見当頂けるとありがたいです。 

近所の方々が、高齢化してきていて、集積所の当番の件などトラブル多くなってきている。 

街中を車で走っていると、色あせた、すごくきたないプラスチック箱が多く見られます。

どうにかならないのかなと、思います。（収集箱）私共のマンションはゴミ置場が建物の中

で、管理員さんが毎回きれいに洗ってくれるのでとてもきれいです。道路上のゴミ箱は、

何年か一度でも、あまりにひどい物は、取替える様に出来ない物でしょうか？ 

ごみ集積所

の管理 

家の塀にゴミの集積所があって自分の家の塀が汚くなっていることに不快感を感じるの

で、出来れば専用の集積所が欲しい。 

ごみ集積所の様子を見守る職員を増やす。 

ゴミ集積場に監視カメラの設置の促進 
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⑤ ごみ収集について 

⑤ ごみ収集についての自由意見 

 具体的な内容 

粗大ごみの

収集 

粗大ゴミをもっと出しやすくする仕組み。 

粗大ゴミの回収繁度を増やしてほしい。 

粗大ゴミ等の土曜日の搬入が、予約制になったので、多少の不便を感じています。車がな

かったり、高齢者は、自分で粗大ゴミを収集場所に出すのも大変でしょうから。たとえば、

市が委託した業者さんが、直接自宅に引き取りにきて下さるようなシステムがあると助か

るかと思います。もちろん有料です。ご検討いただけましたらありがたいです。和光市の

福祉の里？のように、不要品（服、本、バッグｅｔｃ）を引き取って下さる場所があると

便利だと思います。 

電気製品など出すのにシールなどでなく、支払い方法があって取りに来てくれたらうれし

いです 

粗大ごみの回収を無料化にしてほしいです。（不法投棄減少のため） 

収集頻度 夏、暑い時、生ごみ週２回しか捨てられないことはつらかった。生ごみの臭いがストレス

でした。 

資源回収について、①カン②ペット③ビン、３車を１回できて（来）てほしい。 

収集時間 ゴミ回収時間を深夜に行う（カラス対策）。 

ごみ回収の時間が夜間にならないかとは思う（別の県で夜に回収している例を聞いたこと

がある） 

収集の時間が早く出せない事がある。(8時半前にはいつも収集車が来ています)前日の夜出

してもいいような対策してくだされば、すごく助かります。 

高齢者対策 朝志ケ丘の一方通行の通りの方は、公民館側の道路までゴミ出しに来られていて、高齢者

などの負担が大きいのではないでしょうか…。 

うちの所は道路の角に捨てているんですが、通る人が捨てる人でない人が、おおきな顔し

て捨てて行く本当に困るし、すてるカゴが大きすぎて、年よりには持ちはこびが困難です

し、坂になっているのでどうかなりませんか？こちらも介護の身で困っています。それに

お金をとられたらどうなりますか？考えて頂きたい。市役所も税金をとっているんだから

ゴミ位ちゃんと集めて頂きたい。 

その他 アパートに住んでいますが、現在のゴミ集収業者は、時間も正しいし、ルールに従って集

収してくれるので、感謝しています。また、アパートの住民も、しっかりルールを守って

いるので、問題の発生もなく、改善の余地がありません。 

ペットボトル等を出すカゴが小さくて、入りきらないので、カゴを増やすとかしてほしい

です。 

資源ごみは、ごみ収集で出すのでなく、スーパーマーケットや市民会館など公共機関など

集積所を作り、自分で運ぶようにした方がいいと思う。ただしお年寄り世帯など厳しい世

帯は、市役所の方で手助けをしてほしい。 

収集運搬方法の見直し希望、戸別収集が良い。手数料とってもらって良い。 

収集の車がまわりに配慮しながら手早く仕事をしているのを見ていつも感謝しています 

 

⑥ クリーンセンターについて 

⑥ クリーンセンターについて 

具体的な内容 

再利用できるものは希望者に即やかに譲渡してほしい。クリーンセンターに廃棄に行った際、駐車場そば

の道端にカヌーが放置されていた。譲って欲しい旨、受付係の人に申し出たが、拒否されたことがある。

本人の責任で使用可にしてほしい。 

リサイクルセンター（クリーンセンター）を土曜日も予約なしで行けると助かります。 

市のクリーンセンターへの持ち込み時の手続きを簡易にしてほしい。 

クリーンセンターでの資源ゴミ引き取りは続けてほしい。 

朝霞市にはクリーンセンターがあるため、他の市より根拠のない安心感のようなものがある。他の地域並

に、意識をひきしめなければならないと思う。 

さいたま市にあるクリーンセンター（桜センター）のような熱を利用した施設が、朝霞や地域団体と協力

して、出来ると良いと思います。 

ごみの処分熱を利用して、温泉を作って欲しい。 
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⑦ エコネットあさかについて 

⑦ エコネットあさかについての自由意見 

 具体的な内容 

手続きの簡素

化・要件緩和 

エコネットあさかに出品しているが、１回の出品数上限が少ないのと同種類の品は２点

までと、制限があり困ることがある。 

エコネットへの利用は面倒だという意見が多い。ネットを活用して出品情報の提供（写

真の一枚でも。家具は特に）、出品期間がすぎたら希望者へはメールで連絡（紙、印刷、

郵便代節約でエコ）、２階への拡張、換金当日の出品を認めるなど、利用者の立場に立つ

事で循環を良くし、再利用率を高める事で、中古を安心して購入出来、住みやすさへの

貢献につながると思われる。ローカルな町内会的受付の味はあるが、ネット環境を整え、

学生アルバイトなどを入れる事で若い層も利用したくなる商品も集まり、結果ゴミと共

に捨てる罪悪感も減らせると思う。 

リサイクルプラザ活用しにくい。引きとる回数や点数に制限がありすぎる。場所が遠い

人にとっては車がなければむずかしい（市内に何か所かあれば活用しやすい→簡易的な

もので可。啓発活動もできる 

エコネットあさかへ家具のリサイクルで持ち込んだが、キズが大きい事や古いとの事で

受け取り拒否された。大少のキズは修繕しているのだから（シルバー人材センターの人

にて）もう少しがんばってほしい。修繕作業者はもっとリサイクルの意義を理解してほ

しい。 

エコネットへの販売要件を少し緩めていただきたいです。特に現在売買不可とされてい

る電化製品は需給ともそれなりにあると思われますので、一定の条件下での売買をご許

可いただけると、ありがたいです。 

エコネットに不要になったがまだ綺麗な家具をお願いしようとしたけど、サイズや時期

などが細かく決まっていて預けられず結局処分することになった。場所の問題もあると

思いますが、もう少し柔軟に預けられるといいのかなと思ったことがあります。例えば、

市でリサイクル品のネットでのやりとりを仲介してくれるとか。直接会うのが不安だっ

たりするので、譲ることが決まったらエコネットに預けてその日に受け取りに来てもら

うなど。（ジモティーみたいな感じだけど、直接取り引きは不安。市で運営してくれてい

ると安心なので） 

認知度の向上 エコネットあさか自体の知名度を上げる必要がある。そもそも知られていないことの方

が多いのではないかと。イベントと合わせて市の情報誌のメインにするなど目につきや

すくしたい。 

朝霞市に引越してきたばかりで、「エコネットあさか」を知らなかった。持込じゃなくて、

無料出展なら回収に来てくれる、とかのサービスがあったら利用者が増えるのかも！？ 

リサイクルプラザの大々的に宣伝し、各家庭の粗大ゴミ（使用、復現）扱い物の売り買

い出来ることなど、知らせることは必要と思う。特に季節ごとにあると、必要な家具等

も違ってくるため。市の主催行事の○○○まつりが多いなら、『リサイクルプラザまつり』

があってもよいのではないか？（家具・雑貨など種物にあると選びやすい） 

エコネットは初めて聞きましたが、うまく宣伝すればすごくいい解決方法になると思い

ます。これをもっと宣伝し、朝霞の人々誰でも知るようにしたらと思います。 

行政でも、ネットオークションやフリマアプリへ出品をしていく必要がある。既存のエ

コネットあさかだけでは認知度が低いと思われる。知られる回数が少ないと売れる機会、

必要と思われる機会も比例して少なくなるので、多くの人間の目につく機会をもって増

やすべきだと考える。 

エコネットあさかが閉鎖的に感じる。引越して来て数年、知人に聞くまで、全然知らな

かった。もっと広報に写真付きで載せたり開放的に。照明を明るくして欲しい。新しい

ゴミ処理施設では民間に任せた方が良いと思う。 

エコネットあさかのＨＰ？が今時ではない。簡単でいいのでもっと充実すればリサイク

ルが増えると思う。アクセスが悪い分、文章でもいいので何があるのか一覧になってい

ればいいと思います。 
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⑧ 家庭系ごみ有料化について 

⑧ 家庭系ごみ有料化についての自由意見 

 具体的な内容 

賛成 家庭ごみの有料化とても希望します。家族が多く、ゴミの量も多く、申し訳ないので。 

ゴミ袋の有料化は負担にならない程度の額でしたら、ゴミをきちんとまとめて出すようになるか

と思います。 

家庭ゴミの有料化は、マナーの問題でもある。分別集収方法や日時を守れない世帯がある事とよ

く認識して取り組むべきである。 

家庭ごみの有料化は、ごみ屋敷やごみ家屋を出しそうなので、数年かけて広報活動後に実施した

ほうが良いと思います。シールを貼る形式だと貼らない家庭も出てくると思うので、袋を購入す

る形が望ましいと考えます。ごみを減量化させるのを目的として行ってごみ袋代を高額にはしな

い方が良いと思います。 

値上げが続く中、ゴミの有料化は、家計に痛手だと思う。有料化にした方が、ゴミは減ると思う。

ゴミに関心が高まると思う。 

本当にゴミは一番大変です。もし有料にするなら、朝霞、和光で一諸にゴミ処理するころにした

ほうが良かと思いますが。 

ゴミの有料化を考えているのであれば、基本的に賛成の立場ですが、市内のどこかのエリアでテ

ストしてからのほうがいいでしょうね。 

ゴミを有料化しゴミの削減。ゴミの回収をおのおの家の前にだし、個別に回収すれば、ゴミ出し

のマナーの改善、集積所の問題、ゴミ当番の問題がクリアされると思う。 

有料化は有効と考えます。公平性が損なわれないように出来れば。 

反対 ごみ袋の有料化には反対。有料袋に入れるための小袋が増える。夏など生ゴミは家の中に置いて

おくことは難しいので小袋に入れるが、さらにそれを指定袋に入れると、プラごみが増えるだけ。 

有料化は逆効果だと思います。回収ＢＯＸ等に再生率をグラフで告知はどうだろう？啓発をうな

がせるのでは？ 

ごみ袋の有料化はやめてほしいです。ゴミを捨てるのにお金をゴミとして捨てているのと変わら

ないと思うからです。分別をしっかりして捨てる人がへると思います。 

スーパー袋をゴミ袋として活用したい。マイバックは持っているが、食品を取り出した後、除菌

してふいたり、ゴミを出す為に袋を購入するなど、おかしいと思います。 

レジ袋有料化は、結局ゴミを捨てるためにプラの袋を買ったりして使っているのだから意味がな

い。有料化するなら、環境に配慮した袋になっているのか、きちんと精査するべきだと思います。

埋立地など、有限なものなので、最終的には１人１人の意識を改革するしかないと思うので、啓

発と、子どもたちへの教育に力を入れてほしいと思いました。（処分場の見学、リサイクルの見

学など）コロナでパン屋さんなど個別包袋となり、プラが余計に使われていると感じますが、や

む得ない状況もあると思いました。 

有料化すると不法投棄が心配です。 

一般家庭のごみの有料化はしない→有料にするとごみを出し渋る人が増え、町の治安が悪化す

る。 

ゴミ有料化だけはやめてほしい。無料の市で捨てるなど問題が増えます。粗大ごみをクリーンセ

ンターに持っていったときまだ使えそうなものも捨てている人がいたのでリサイクルなどでき

ると良いと思いました。 

ゴミ袋有料化は上手く行けばいいですが、無料の今でも袋に入っていないゴミが道路に捨てられ

ている事があるのに、有料となると道にゴミが増えそうで嫌です 

その他 住民税でまかなえないからの有料化の推進なのか、よくわからない。まかなえないのであれば、

有料化もやむをえないと思う。 

規定枚数（人数×人数）のゴミ袋配布（無料）。規定枚数を越えたら高額有償。 

ごみ有料の市が多い中で無料なのをとても有難く思っています。 
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⑨ その他意見について 

⑨ その他意見について 

具体的な内容 

朝霞市が、ごみ問題に取り組んでいることを知らなかった。もっとアピールすれば住民（市民）の意

識も変わると思います。 

市だけではごみ問題は良くならない。市．住民．事業主（団地の場合は公団も）での話し合い、特に

最近は外国の方も多く住み、市のゴミの捨て方の教育も。 

ごみ問題は生活の基幹にかかわることなので、十分な討議が必要だと思うし、そのための費用も必要

経費だと思います。 

持家や賃貸であっても子供がいたりして地域に根付こうとしている人達のゴミ意識とそうでない人達

の意識に大きな違いがあると思う。区別することは、あまりいい事ではないと思うものの、他の問題

も含めて、現実はそうでない人達の行動、（たとえば、捨ててはいけない時間に毎日、置いていってし

まうとか、投げ捨てとか）も、根付こうとしている人達が、処理したりフォローしたりしています。

まず、市が把握する仕組みを持って把握し、きちんとしている人にメリットを還元し、不公平を是正、

そうでない人にも促していく努力をしてもらいたい。 

朝霞で一生使用出来る商品を製造している会社など教えてほしい。又は、家具などの修理、椅子のカ

バーのはりかえなど、出来る場所（会社）紹介、指導、講習会（ＤＩＹ）などあったら良い。生ごみ

を少なく出来ればもっとゴミも減るのかな？自動販売機を減らす。←省エネにもなる。プラスチック

もへる。プラスチックのリサイクルは、本当に出来ているのでしょうか？リサイクル率を知りたい。 

以前、朝霞市のごみ処理問題がＴＶで取り上げられたことがありました。二度と同じ様なことが起き

ないように、行政が適正なごみ処理を実施推進していってほしいと願っています。そして、きれいで

明るく、住みやすい朝霞市であってほしいと願っています。 

タバコの吸殻やゴミ（河川敷などに）を投げ捨てない。指定された場所へ捨てる。投げ捨てが多いの

で気になっていました。 

市の１回のクリーン作戦を年３回位実施して欲しい。 

いつもゴミ回収活動に貢献して下さり、きれいな町にして頂き心より感謝しております。 

ごみ問題についての苦情を、どんどん受け付け、そこから共通の問題点を抽出したり、逆転の発想も

必要かと思います。 

朝霞だけでなく、ゴミが海洋汚染させることを視野に！レジンペレットなど地球環境破壊に多大な問

題！環境保全にお手本になるような市になっていただきたい！ 

ゴミ問題を解結し、地球環境を守るのは、我々ホモサピエンスの責任である。「生産する」「社会を回

す」人の営み以上のエネルギーと取り組みを、まず行政も本気、本気で取り組んでほしい。たとえ１

００年ではわずかな進歩であったとしても、行政の柱にかかげ続けてください。 

ごみを減らすことは、現状なかなか難しいことかと思います。（特にうちは大人５人家族なので）です

が、“ごみの分別”ということは、各家庭で意識をもって行えばできることかな…と、感じています。

それにより、再利用につながりやすくなるのであれば、ごみの分別をもう少し厳しくしてもいいのか

なと。「リサイクル」という認識は、今の世の中、あたり前のことと皆思っているはずなので、この流

れで、再利用の意識を高めるためにも、どんどんアピールしていっても良いのでは…？と感じました。 

東上線駅内でゴミ箱撤去した結果、ポイステが目立つように（線路内等）なったのと、ＪＲ北朝霞駅

のゴミ箱がいつもゴミであふれ出ている様になったので、ゴミを有料化する事により、不法投棄等ふ

えないか現時点でも問題になっている。スーパー等コンビニへの家庭ゴミもちこみ等、むずかしい問

題が解決する方法がみつかれば良いなと。ゴミ問題にまったく興味ない方が少しでも関心をもっても

らう方法はないのですかね。 

休みの日も、暑い日も寒い日も変わらず集収してくださり、感謝しております。ありがとうございま

す。ゴミ集収車は、子どもたちにも大人気です！！ 

地球温暖化で世界中で災害が発生しています。海はプラスチックによりよごれ、生物、魚にも被害が

出ています。便利になる程、被害が大きくなります。資源がない日本、この先心配です。私も認識を

あらたに、ゴミのリサイクルに目をむけたいです。 

分別するのは苦ではないが、東京都では焼却炉の温度が高熱で朝霞市のようにこまかく分別しないで

だしていると聞いた事があるが、朝霞市もそうできないものか？分別してだしても同じところで燃却

していると聞いた事もある。実際はどうなんでしょうか？ 

管理者が常駐しない小規模集合住宅（借家含）でも、入居者から管理費を徴収していると聞いた。管

理費が環境整備（巡回等）に使用されない場合は、経営者に罰則（罰金）を設けて、徴収した罰金は

市の環境整備費用に充てて欲しい。 

駅や公園に、昔のように公共のゴミ箱を設置してほしい。（家庭のゴミ量の分散）。土も引き取れるよ
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具体的な内容 

うにして欲しい。 

歩道とかに結構ゴミが落ちていることがあるので、日にちなどを決めて掃除する日を作る。 

先日粗大ゴミを捨てに行きましたが、とても良心的な処理料金でびっくりしました。粗大ゴミについ

ては、もう少し金額を上げても良いのではないかと思いました。 

ゴミの排出量が増えているとのことですが、人口の増加だけでは説明がつかないのでしょうか。在宅

ワークが進んでいることなど家にいる人が増えたことは関係しているかなど知りたいです。ただ増え

たというだけでは市民は動かないです。 

朝霞市は頑張っていると思います。 

自分の家の前にゴミを捨てられたら嫌なくせに道端や公園などには平気で捨ててしまうことへの意識

の変化を促すこと。小さな意識が大きなうねりとなって朝霞市を含め街全体が綺麗になっていけば市

の価値も上がり、住民が増えれば税収も上がり、ゴミ問題への予算も増えていくのでは？例えば…で

すけど。 

二酸化炭素を排出しづらいビニール袋の配布(ビニール袋をコンビニでもらわなくても結局自分たち

で購入するのでプラスチック削減につながっているとは考えられない) 

以前住んでいた栃木県佐野市では、専用のゴミ袋を購入し、（空き缶、空きビン等）名前と地区番号を

記入し、だす方法でした。もえるゴミに関しても１回につき１家庭２袋までと決まっており、ゴミの

削減にも取り組んでいました。他市や他県の家庭のゴミ出しの仕方も参考にされ、朝霞市の一番やり

やすい方法が見つかればと思います。いつも大変なお仕事、ありがとうございます。 

住人も増え、昔の儘のごみ収集では色々問題が出てきていると思う。それを市の職員のほうがわかっ

ていない。又は、気づかないようにしている？問題の先送りはよくないと思う。 
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朝霞市のごみに関するアンケート調査結果 

《中学生対象》 

 

１. アンケート調査項目 

番号 本調査項目 

【問 1】 ごみの問題やごみの削減について、どのくらい関心がありますか。 

【問  2】 ごみ問題について、どのようなことに関心がありますか。 

【問 3】 ごみに関する情報が欲しい場合、どこから入手しますか。 

【問 4】 ごみを減らす必要性について、どのように考えていますか。 

【問 5】 ごみを減らすために、あなたの家庭で日頃行っていることは何ですか。 

【問 6】 あなたが出したごみがどのように処理されているか知っていますか。 

【問 7】 食品ロスの問題について知っていますか。 

【問 8】 その他、朝霞市のごみを減らすアイデアや意見があれば記入してください。 

 

 

２. アンケート調査結果の概要 

【問 1】 ごみの問題やごみの削減について、どのくらい関心がありますか。 

 

ごみ問題への関心について、約7割の中

学生がごみ問題について関心があると回

答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても関心がある
14.8%

まあまあ関心があ

る
56.9%

あまり関心がない
24.1%

まったく関心がない
4.2%

とても関心がある

まあまあ関心がある

あまり関心がない

まったく関心がない

n=406 
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【問  2】 ごみ問題について、どのようなことに関心がありますか。（複数回答） 

 

関心があるごみ問題について、「地球温

暖化について」が最も多く、次いで「食べ

物がごみになること（食品ロス）について」、

「３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク

ル）について」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• 川に捨てられるゴミ。 

• SDGsで本当にゴミ問題や環境問題が改善されるのか。 

• 身近にある粗大ゴミを捨てられるところを知りたい。 

• 食品ロスがどれぐらいあるか知りたい。 

• 海にゴミがたくさんあるということ。 

• ミミズ?でゴミを分解。 

• 有料の粗大ごみ処分について。 

 

【問 3】 ごみに関する情報が欲しい場合、どこから入手しますか。（複数回答） 

 

ごみに関する情報の入手先は、「新聞、

雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット、

一般のＳＮＳなどから」が最も多く、次い

で、「市の広報紙、ホームページ、ＳＮＳ

などから」、「学校の授業から」となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• 張り紙。  

n=708 

 

20.6%

21.3%

13.7%

4.2%

33.3%

0.7%

6.1%

0% 10% 20% 30% 40%

学校の授業から

市の広報誌、ホームページ、SNS

（Twitter、Facebook、LINEなど）から

家族、近所、友人などから

自治会、回覧板などから

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インター

ネット、一般のSNSなどから

その他

特にない・わからない

n=1249 

9.2%

15.7%

12.8%

18.3%

20.0%

8.4%

15.1%

0.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

朝霞市のごみの状況について

3R（リデュース、リユース、リサイクル）について

プラスチックごみについて

食べ物がごみになること（食品ロス）について

地球温暖化について

ごみの不法投棄について

SDGs（エスディージーズ）について

その他
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【問 4】 ごみを減らす必要性について、どのように考えていますか。 

 

ごみを減らす必要性について、約9割が

「減らすことが必要」と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 5】 ごみを減らすために、あなたの家庭で日頃行っていることは何ですか。（複数回答） 

 

ごみを減らすための日頃の取組につい

て、「買い物袋を持参」が最も多く実施さ

れており、次いで「食品は消費期限内に使

い切る」、「作りすぎ、食べ残しを少なくす

る」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• 個人的ですが、シーグラスや落ちていたプラスチックを使い工作や、家に飾るイラストのような

ものを作っています。 

• お風呂の余ったお湯を洗濯機に使用している。 

• スーパーのビニール袋を捨て無いで小さいゴミ箱の袋として使っている。すぐ捨て無いで使えそ

うなのは取っておく。 

• ゴミが出てしまった時は、ゴミの分別をする。  

減らすことが必要
90.9%

今のままで良い
2.2%

特に気にする必要

はない
1.5%

わからない
5.4%

減らすことが必要

今のままで良い

特に気にする必要

はない

わからない

n=406 

n=1675 

5.2%

20.8%

10.8%

11.9%

13.0%

5.2%

8.5%

5.8%

9.2%

2.3%

4.4%

1.6%

0.3%

1.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

使い捨て商品を買わない

買い物袋を持参

必要なものを必要な分だけ買う

作りすぎ、食べ残しを少なくする

食品は消費期限内に使い切る

割りばしなどはもらわない

余分な包装は断る

生ごみの水切りを徹底

マイ箸、マイボトルなどを利用

店頭回収に協力

再生品やリサイクルしやすい商品を購入

生ごみを堆肥等にして利用

その他

特になし
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【問 6】 あなたが出したごみがどのように処理されているか知っていますか。 

 

ごみがどのように処理されるかについ

て、約4割が「知らない」と回答していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

【問 7】 食品ロスの問題について知っていますか。 

 

食品ロス問題について、約8割が「知っ

ている」と回答しています。  

 

 

 

 

 

 

 

  

知っている
56.4%

知らない
43.6%

知っている

知らない

n=406 

知っている
82.3%

知らない
17.7%

知っている

知らない

n=406 
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【問 8】 その他、朝霞市のごみを減らすアイデアや意見があれば記入してください。 

 

件数 意 見  

17 ゴミ箱の設置  

15 ポスター・看板の

設置 

 

14 

 

ごみ減量化・分別・

リサイクルの促進 

ペットボトルのキャップをすぐ捨てず遊びに使う 

使い捨てのものなどは工作の材料に回して使う 

使ったやつをまた他の服とかにできるものを買う 

食べられる食器・箸を作る 

紙袋を配布する 

リサイクルを徹底する 

水筒などに飲み物を入れていく 

メーカーと相談 

住民を減らす 

自動販売機を減らす 

紙を減らす 

リサイクル BOX を設置する 

分別ができるように、より多くのスーパーなどに回収箱を設置 

再利用できるものを増やす 

エコな物を増やす 

プラスチック製のものを減らす 

考えて買い物をする 

まだ使えるものはリサイクル店に出す。 

プラスチック製のもので紙でも良いものは紙にする 

生ごみという分類を作って、土の中に入れて、自然に返す。 

ミミズの繁殖&放流 

13 ゴミ拾い、イベン

トの実施 

地域の人たちとゴミを拾い、拾ったゴミを再利用する。 

ゴミをリサイクルして何かを作り、それを使ってイベントを開く。 

気軽に出店てきるフリマの企画や不用品の交換会を開いて、再利用に

つなげる。 

12 食品ロスの削減 賞味期限切れの商品を売る店を作る。 

食品を捨てても、ゴミにならず処理させる機能 

食品ロス削減ポスターを学校の自由課題にする。 

規格外の野菜を近隣のスーパーで安価で売ったりする 

11 意識向上 今回のように少しでも市民の方々にゴミ処理の量が増えていることを

皆に知ってもらうこと 

子どもへのごみ・環境教育 

ゴミ問題のことを詳しく知る。 

もっとゴミを減らすように市民に訴える 

問題を具体的に提示する。 

ごみについての質問や情報などを教える会を開いて地域の人のごみへ

の理解を高めさせる 

ごみの定義やごみが増えることによっておこる災いなどをポスターや

講演会などで広く全ての人が把握できるようにし、具体的なごみの減

らし方を紹介する（あれば） 

９ レジ袋の削減・エ

コバックの利用 

レジ袋の値段を高くする 

エコバッグを持っていかなくちゃ、かいものできない。 

ゴミ袋じゃなくて、箱に入れて集める。 

無料のビニール袋の配布をやめる 

余計なビニール袋を貰わない。 

朝霞市で、プラスチックの袋をどこの店にも置かないようにする 
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7 ボランティア活動

の実施 

 

3 ポイント制度等の

構築 

リサイクルできる服や靴など持っていくと割引券がもらえる店をもっ

と増やす。 

 3 

 

有料化 飲食店や企業、工場などから出るゴミの処分を危険物同様に有料にす

る。 

ゴミの有料化 

割り箸を有料化する 

2 ポイ捨て防止 ポイ捨て出来ないくらいに通路を綺麗にする 

捨てたら罰金 

その他 朝霞市は、ゴミ収集に関してとても親切だなと思う。 

ごみを減らさなければならないことは重々承知しかし、他人事のよう

で、自分自身では特に努力していない。 

ごみ収集してくれる方、本当にありがとうございます。 

朝霞市全体で、ゴミを捨てる取り組みをする。 

ごみを燃やす機械を新しくする。 

身の回りに、朝霞市からでたゴミのベンチなどを設置する。 

バーベキューなど、野外で食事を行う場合は、必ずゴミ袋を持ってく

るよう呼びかける。そして、必ず灰の処理をするよう呼びかける。 

地産地消を活用する 

ゴミは自分で処理する 

減らしたらお金がもらえる 

ごみ収集ならぬ資源収集をする 

街の良いところの一つにゴミの排出量を減らすことを目標に掲げてい

るなど街の良いところにすれば市民の誇れることにして自然と減らし

たりできると思います。 
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朝霞市のごみに関するアンケート調査結果 

《事業所対象》 

 

１. アンケート調査項目 

番号 調査項目 

【属性1】  業種を教えて下さい。 

【属性2】  市内での営業年数を教えて下さい。 

【属性3】  従業員数は何名ですか。 

【属性4】  所在地域を教えて下さい。 

【問 1】  事業所から出るごみの管理について教えてください。 

【問  2】  あなたの事業所は、廃棄物管理責任者を定めていますか。 

【問 3】 事業ごみの分別・処理方法は知っていますか。 

【問 4】 事業所から排出されるごみ量を把握していますか。 

【問 5】 あなたの事業所で、排出量の多いごみは何ですか。 

【問 6】 事業所から排出されるごみをどのように処理していますか。 

【問 7】 あなたの事業所は、日頃からごみの減量や資源化に取り組んでいますか。 

【問 8】 ごみの減量や資源化で具体的に取り組んでいることは何ですか。 

【問 9】 
あなたの事業所では、環境に関する公的認証（ISO14001など）を取得してい

ますか。 

【問 10】 
あなたの事業所で、ごみ減量や資源化を進めていくうえで主な問題点は何です

か。 

【問 11】 
あなたの事業所で、ごみの減量や資源化に関してどのような情報が必要と考え

ますか。 

【問 12】 
ごみの減量や資源化など、ごみに関する知識や情報は、主にどのようなところ

から得ていますか。 

【問 13】 ごみの減量や資源化を推進するにあたり、市に期待することは何ですか。 

【問 14】 古紙類のうち、雑がみはどのように排出していますか。 

【問 15】 雑がみを燃やすごみとして排出した主な理由は何ですか。 

【問 16】 雑がみをごみとして出さないために実施していることはありますか。 

【問 17】 あなたの事業所から排出することのある食品ロスの発生要因は何ですか。 

【問 18】 食品ロスを出さないために実施していることはありますか。 

【問 19】 
コロナ禍の前と比べて、あなたの事業所から排出されるごみの量はどのように

変化しましたか。 

【問 20】 
その他、朝霞市のごみ問題を良くするためのアイデアや意見等があればご記入

ください。 
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農業・林業
2.5%

鉱業、採石業、砂利採取業
0.0%

建設業
18.9%

製造業
9.0%

電気・ガス・熱

供給・水道業
0.8%

情報通信業
1.6%

運輸、郵便業
7.4%

卸売業･小売業
17.2%

金融･保険業

1.6%

不動産業、

物品賃貸業
6.6%

学術研究、専門・

技術サービス業
1.6%

宿泊業、飲食

サービス業
4.1%

生活関連サービ

ス業、娯楽業
0.8%

教育・学習支援業
2.5%

医療、福祉
7.4%

複合サービス業

0.8%

サービス業

13.9%

公務
2.5%

その他
0.8%

農業・林業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸、郵便業

卸売業･小売業

金融･保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育・学習支援業

医療、福祉

複合サービス業

サービス業

公務

その他

n=122 ２. アンケート調査結果 

【属性1】 業種を教えて下さい。 

 

業種について、「建設業」が18.9％で最

も多く、次いで「卸売業・小売業」、「サー

ビス業」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【属性2】 市内での営業年数を教えて下さい。 

 

営業年数について、「30年以上」が

63.1％で最も多く、次いで「20年以上30

年未満」、「10年以上20年未満」となって

います。 

 

 

 

 

 

 

【属性3】 従業員数は何名ですか。 

 

従業員数について、「10人未満」が

46.3％で最も多く、次いで「10人以上20

人未満」、「20人以上50人未満」となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10人未満
46.3%

10人以上20人未満
15.7%

20人以上50人

未満
17.4%

50人以上100人未

満
8.3%

100人以上200人

未満
4.1%

200人以上
8.3% 10人未満

10人以上20人未満

20人以上50人未満

50人以上100人未満

100人以上200人未満

200人以上

n=121 

5年未満
5.7%

5年以上10年未満
4.9%

10年以上20年未満
12.3%

20年以上30年未満
13.9%30年以上

63.1%

5年未満

5年以上10年未満

10年以上20年未満

20年以上30年未満

30年以上

n=122 
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【属性4】 所在地域を教えて下さい。 

 

 所在地域について、「青葉台、幸町、

栄町、膝折町、大字膝折、本町、溝沼、大

字溝沼」が47.1％で最も多く、次いで「根

岸台、大字根岸、大字台、岡、大字岡、仲

町」、「朝志ケ丘、北原、田島、大字田島、

西原、浜崎、大字浜崎、宮戸、大字宮戸」

となっています。 

 

 

 

 

 

【問 1】 事業所から出るごみの管理について教えてください。 

 

事業所から出るごみの管理について、

「自社で管理（管理者、管理部門を設置）」

が最も多く、次いで「収集業者があわせて

実施」、「特になし」となっています。 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• 収集業者へ持参。 

• たまったら、その都度持ち込み。 

• 収集日に合わせる。 

 

 

【問  2】 あなたの事業所は、廃棄物管理責任者を定めていますか。 

 

廃棄物排出者責任者の配置について、約

6割が「定めていない」と回答しています。  

 

 

 

 

 

  

自社で管理（管

理者、管理部門

を設置）

36.7%

管理会社に管理

業務として委託
12.5%

収集業者があ

わせて実施
31.7%

建物の管理

者が実施
1.7%

特になし
14.2%

その他
3.3% 自社で管理（管理者、管

理部門を設置）

管理会社に管理業務とし

て委託

収集業者があわせて実施

建物の管理者が実施

特になし

その他

大字上内間木、大字

下内間木
6.6%

朝志ケ丘、北原、田

島、大字田島、西

原、浜崎、大字浜

崎、宮戸、大字宮戸
15.7%

根岸台、大字根

岸、大字台、岡、

大字岡、仲町

18.2%

泉水、西弁財、東弁

財、三原
12.4%

青葉台、幸町、栄

町、膝折町、大字膝

折、本町、溝沼、大

字溝沼
47.1%

大字上内間木、大

字下内間木

朝志ケ丘、北原、田

島、大字田島、西

原、浜崎、大字浜

崎、宮戸、大字宮戸
根岸台、大字根岸、

大字台、岡、大字

岡、仲町

泉水、西弁財、東弁

財、三原

青葉台、幸町、栄

町、膝折町、大字膝

折、本町、溝沼、大

字溝沼

n=121 

n=120 

n=116 

事業所内に定めて

いる
25.0%

本社(本部)に定め

ている
12.1%

定めていない
62.9%

事業所内に定めている

本社(本部)に定めている

定めていない
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【問 3】 事業ごみの分別・処理方法は知っていますか。 

 

事業ごみの分別・処理方法の認知状況に

ついて、約9割が「知っている」と回答し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 4】 事業所から排出されるごみ量を把握していますか。 

 

排出されるごみ量の把握状況について、

約8割が「把握している」と回答していま

す。 

  

  

  

  

  

  

  

  

【問 5】 あなたの事業所で、排出量の多いごみは何ですか。（複数回答） 

 

排出量の多いごみについて、「段ボール」

が最も多く、次いで「生ごみ」、「プラスチ

ック製品」となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

知っている
91.7%

知らない
8.3%

知っている 知らない

把握している
78.3%

把握していない
21.7%

把握している

把握していない

n=120 

n=120 

n=278 

14.7%

13.3%

3.6%

6.1%

11.9%

1.4%

19.8%

9.7%

2.5%

1.1%

0.0%

7.9%

1.8%

6.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

生ごみ

プラスチック製品

発泡スチロール

新聞紙・雑誌

コピー用紙

機密文書

段ボール

ペットボトル

かん

びん

古布類

不燃ごみ

粗大ごみ

その他
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〈その他回答〉 

• 木材。 

• 枯れ花、枯れ葉。 

• 紙おむつ。 

• 建築場において発生する木材一般→処分場に運搬処分。 

• 建設資材。 

• 塩ビ資材。 

• 鉄、他。 

• 燃えるゴミ。 

• テープ類。 

• 損紙。 

• 紙粉など。 

• 書類（シュレッダーしたもの）。 

• ドライクリーニングの溶剤をきれいにするためのエレメント（２０ｋｇ）×２。 

• 医療ゴミ。 

 

【問 6】 事業所から排出されるごみをどのように処理していますか。 

 

排出されるごみの処理方法について、

「収集運搬業者へ委託する」が最も多く、

次いで「市のごみ処理施設へ直接搬入す

る」、「建物の管理会社に任せている」とな

っております。 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• 少量のため一般収集に出している。 

• 市の集収に任せています。 

• 排出量がほとんどなく、加えて自宅兼事務所の事業環境のため、ごみを家庭用とまとめてしまっ

ている。 

• 朝霞市で、年２回回収。 

• 子供会で資源ごみを集めている。 

• 社内の焼却炉。 

  

収集運搬業者

へ委託する
72.4%

市のごみ処理

施設へ直接搬

入する

16.4%

建物の管理会社

に任せている
5.2%

その他
6.0%

収集運搬業者へ委託する

市のごみ処理施設へ直接

搬入する

建物の管理会社に任せて

いる

その他

n=116 
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【問 7】 あなたの事業所は、日頃からごみの減量や資源化に取り組んでいますか。 

 

約8割強の事業所が日頃からごみの減量

や資源化に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 8】 ごみの減量や資源化で具体的に取り組んでいることは何ですか。（複数回答） 

（【問7】で「積極的に取り組んでいる」又は「ある程度取り組んでいる」と回答した事業

者対象） 

 

ごみの減量や資源化の取組について、

「資源物（紙、かん、びん、ペットボトル

など）の分別を徹底している」が最も多く、

次いで「適正な在庫管理を心がけている」、

「レジ袋の有料化を行っている」、「簡易包

装を実施している」、「社員に対して、環境

教育を行っている」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• レジ袋は買わない。 

• 生ゴミは堆肥にしている。 

• ユニリーバ様と空容器のリサイクル回収を実施。 

• 有価物化推進。 

• 裏側再利用。 

  

積極的に取り組ん

でいる
33.3%

ある程度取り組ん

でいる
51.3%

あまり取り組んでい

ない
11.1%

取り組んでいないが、今

後は検討したい
4.3%

取り組んでおらず、

今後も取り組むつも

りはない

0.0%

積極的に取り組んで

いる

ある程度取り組んで

いる

あまり取り組んでいな

い

取り組んでいないが、

今後は検討したい

取り組んでおらず、今

後も取り組むつもりは

ない

n=117 

n=193 

6.7%

0.0%

5.2%

6.7%

5.2%

0.5%

40.9%

1.6%

1.6%

9.3%

5.2%

3.1%

6.7%

1.0%

2.1%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

レジ袋の有料化を行っている

生ごみ処理機を導入している

割り箸やカップ・容器等のワンウェイ製品を使わ

ないようにしている

簡易包装を実施している

食べ残し・調理くずが少なくなるような工夫をして

いる

繰り返し使用できる製品や、グリーン購入対象品

目を使用または生産、販売している

資源物（紙、かん、びん、ペットボトルなど）の分

別を徹底している

店頭回収、資源回収ボックス等を設置している

店頭回収、資源回収等を利用している

適正な在庫管理を心がけている

減量化・再資源化計画を作成している

事業所の３Rへの取り組みを積極的にPRしている

社員に対して、環境教育を行っている

修理やリフォームの案内等を行っている

ごみを排出する際に、計量している

その他
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【問 9】 あなたの事業所では、環境に関する公的認証（ISO14001など）を取得していますか。 

 

公的認証の取得状況について、約9割が

「取得していない」と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 10】 あなたの事業所で、ごみ減量や資源化を進めていくうえで主な問題点は何ですか。（複

数回答） 

 

ごみ減量や資源化を進めていくうえで

の問題点について、「特にない」が最も多

く、次いで「少量しかごみが出ないため、

必要がない」、「分別に手間がかかる」とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取得している
8.7%

取得していない
91.3%

取得している

取得していない

n=115 

n=141 

1.4%

0.7%

13.5%

18.4%

3.5%

4.3%

0.0%

5.0%

8.5%

12.8%

7.8%

21.3%

2.8%

0% 10% 20% 30%

分別や排出方法のルールが分からない

ごみの減量や資源化を行う意義が分から

ない

分別に手間がかかる

少量しかごみが出ないため、必要がない

どの業者に依頼すれば適切に資源化でき

るのか分からない

建物の広さや構造等の物理的制約があ

り、分別して保管する場所がない

本社（本店）に決定権があるため、ごみ処

理や資源化に関して指示に従うしかない

ごみ処理や資源化について質問や相談す

る窓口が分からない

従業員にごみの減量や資源化の意識を浸

透させることが難しい

機密文書が多いため、資源化が難しい

資源化の費用が高い

特にない

その他
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【問 11】 あなたの事業所で、ごみの減量や資源化に関してどのような情報が必要と考えますか。

（複数回答） 

 

ごみ減量や資源化に対して必要な情報

について、「事業所でできる減量化・資源

化の方法」が最も多く、次いで「特にない」、

「ごみ処理業者や資源化を行う業者の情

報」、「他の事業所での取り組み状況や先進

的事例の情報」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 12】 ごみの減量や資源化など、ごみに関する知識や情報は、主にどのようなところから得て

いますか。（複数回答） 

 

ごみに関する知識や情報の入手先につ

いて、「市の広報誌、パンフレット、チラ

シ、ホームページ、SNS（Twitter、

Facebook、LINEなど）から」が最も多

く、次いで「収集運搬許可業者やリサイク

ル業者」、「新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、

インターネット、一般のSNSなどから」と

なっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=155 

32.3%

34.2%

14.2%

11.6%

1.3%

3.9%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40%

収集運搬許可業者やリサイクル業者

市の広報誌、パンフレット、チラシ、ホーム

ページ、SNS（Twitter、Facebook、LINEなど）

から

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネッ

ト、一般のSNSなどから

同業者や業界、加盟団体など

行政の説明会など

情報を得る手段がない、わからない

その他

n=145 

13.1%

26.9%

15.9%

0.0%

4.8%

15.9%

20.7%

2.8%

0% 10% 20% 30%

ごみの出し方や分別方法の情報

事業所でできる減量化・資源化の方法

ごみ処理業者や資源化を行う業者の

情報

ごみの問題に関する講演会等の開催

情報

ごみに関連する法令や条例等の情報

や自治体の計画に関する情報

他の事業所での取り組み状況や先進

的事例の情報

特にない

その他
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【問 13】 ごみの減量や資源化を推進するにあたり、市に期待することは何ですか。（複数回答） 

 

ごみの減量や資源化を推進するにあた

り、市には、「業種別の減量方法を示した

マニュアルの作成・配布」が最も多く、次

いで「特にない」、「事業者に対する指導や

助言」が期待されています。 

 

 

 

 

〈その他回答〉 

• コストを安くする方法。 

• 無償化。 

• 委託料の値上げ。 

• 事業系一廃の搬入は維持させて頂きたいです。 

 

 

【問 14】 古紙類のうち、雑がみはどのように排出していますか。 

 

雑がみの排出について、「資源物として、

資源物回収日に排出している」が約5割と

最も多く、次いで「燃やすごみとして排出

している」、「ほとんど雑紙をごみとして出

さない」となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

燃やすごみと

して排出して

いる

36.0%

資源物として、資源

物回収日に排出し

ている

54.1%

ほとんど雑が

みをごみとして

出さない

6.3%

わからない
3.6%

燃やすごみとして排出し

ている

資源物として、資源物回

収日に排出している

ほとんど雑がみをごみとし

て出さない

わからない

n=111 

n=135 

34.1%

7.4%

2.2%

8.9%

17.0%

23.7%

6.7%

0% 10% 20% 30% 40%

業種別の減量方法を示したマニュアルの

作成・配布

ごみ減量に積極的に取り組む事業所への

表彰・認定制度の創設

業者間での情報交換や取り組みの意見

交換ができる場の提供

事業者と行政の意見交換の場の提供

事業者に対する指導や助言

特にない

その他



  

48 

 

【問 15】 雑がみを燃やすごみとして排出した主な理由は何ですか。（複数回答） 

（【問14】で「燃やすごみとして排出している」と回答した事業者対象） 

 

雑がみを燃やすごみとして排出した理

由について、「資源物であることを知らな

かったから」が最も多く、次いで「個人情

報や機密情報等が含まれるから」、「少量で

あるから」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 16】 雑がみをごみとして出さないために実施していることはありますか。（複数回答） 

 

雑がみをごみとして出さないために実

施している取り組みについて、「分別して

資源物回収日に排出する」が最も多く、次

いで「不要になった紙の再利用」、「紙の使

用量を減らす（ペーパーレス化）」となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=55 

30.9%

25.5%

0.0%

1.8%

9.1%

29.1%

3.6%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40%

資源物であることを知らなかったから

少量であるから

資源物回収日を知らないから

ひもで束ねて出すのが面倒だから

大量に出て回収日まで保管しきれない

から

個人情報や機密情報等が含まれるから

特に理由はない

その他

n=147 

38.8%

0.0%

26.5%

34.7%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

分別して資源物回収日に排出する

紙の容器包装は断る

紙の使用量を減らす（ペーパーレス化）

不要になった紙の再利用

その他
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【問 17】 あなたの事業所から排出することのある食品ロスの発生要因は何ですか。（複数回答） 

（飲食サービス業、食品を扱う小売事業者対象） 

 

飲食サービス業、食品を扱う小売事業者

における食品ロスの発生要因について、

「お客さんの食べ残し」が最も多く、次い

で「製品工程のロス（パンの耳等）」、「売

れ残り」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 18】 食品ロスを出さないために実施していることはありますか。（複数回答） 

（飲食サービス業、食品を扱う小売事業者対象） 

 

食品ロスを出さないために実施してい

る取り組みについて、「商慣習見直し（過

剰生産・過剰在庫の削減）」が最も多く、

次いで「需要予測の精度向上」、「売り切り

の実施」、「小容量販売・ばら売りの実施」

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=26 

 

19.2%

3.8%

15.4%

19.2%

3.8%

23.1%

11.5%

3.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

製品工程のロス（パンの耳等）

お客さんからの返品

販売期限・消費期限切れ

売れ残り

破損品

お客さんの食べ残し

仕込みロス

その他

n=27 

29.6%

3.7%

18.5%

3.7%

11.1%

0.0%

11.1%

3.7%

0.0%

7.4%

7.4%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40%

商慣習見直し（過剰生産・過剰在庫

の削減）

余剰食品のフードバンク寄付

需要予測の精度向上

賞味期限の延長・年月の表示化

売り切りの実施

配送時の汚・破損の削減

小容量販売・ばら売りの実施

調理ロスの削減

食べきり運動（1030運動等）の呼び

かけ

提供サイズの調整（小盛りメニュー

の設定など）

持ち帰りへの協力

その他
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【問 19】 コロナ禍の前と比べて、あなたの事業所から排出されるごみの量はどのように変化しま

したか。 

 

コロナ禍によるごみの量の変化につい

て、「変わらない」が最も多く、次いで「や

や減った」、「やや増えた」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 20】 その他、朝霞市のごみ問題を良くするためのアイデアや意見等があればご記入ください。 

 

具体的な内容 

頑張って取り組みます。 

ゴミを出して○○円ではなく事前に処理代を知りたい。 

事業所の意識のもち方だと思います。 

事業所にも、リサイクルの徹底を促す事が必要だと思います。 

外国人への説明等（不法投棄するケースがある） 

「１０３０運動」初めて聞きました。何ですか？ 

市民みんなが徹底した資源の分別、リサイクル、有価物化を推進し、資源の循環型社会を実現して行

かないといけないと考えます。 

適正分別により、市の施設に不要な負荷を掛けないよう事業を運営して参ります。引き続きのご指導

の程お願い致します。 

 

 

  

とても増えた
4.8%

やや増えた
12.4%

変わらない
65.7%

やや減った
14.3%

とても減った
2.9%

とても増えた

やや増えた

変わらない

やや減った

とても減った

n=105 
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朝霞市のごみに関するアンケート調査結果 

《収集運搬業者（許可業者）対象》 

 

１. アンケート調査項目 

番号 調査項目 

【問 1】 
朝霞市内の契約事業所から排出されるごみの分別状況について、どのように思い

ますか。 

【問  2】 分別を良くするために、どのような対策・対応が必要と思いますか。 

【問 3】 
朝霞市内の契約事業所の分別に対する意識や取組はこの５年間で進んだと思いま

すか。 

【問 4】 朝霞市内における収集・運搬の問題点について、ご自由にお書きください。 

 

２. アンケート調査結果 

【問 1】 朝霞市内の契約事業所から排出されるごみの分別状況について、どのように思いますか。 

 

朝霞市内の契約事業所から排出される

ごみの分別状況について、「特に問題はな

い」が54.5％、「一部分別が不十分な事業

所がある」が45.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【問  2】 分別を良くするために、どのような対策・対応が必要と思いますか。 

（問1で「全体的に分別が不十分」又は「一部分別が不十分な事業所がある」と回答した事

業者対象） 

 

回  答 

事業者に理解を求めていく必要もあるが、処理場でも臨機応変に対応していただく必要がある。 

事業系一般廃棄物の分別表を細かく分かりやすいものを市で作成して頂きたい。 

コンビニなどは外にごみ箱を置かないようにして中に置くようにしてもらう。後は排出事業者に分別

の徹底をしてもらう。 

分別の基準がよく分からないという声が多いので、明示した資料の共有や不適物の多い業者に対する

罰則の制定など根本的な抑止が必要だと思います。 

弊社の取り組みとして、回収時に分別不良があった際は残置した上で排出事業者へ再分別をお願いし

ておりますが、「お願い」が基本となっております。再三にわたり改善されない場合は、朝霞市様にご

相談の上、朝霞市様より直接注意喚起等を行っていただけるとより効果があると考えております。 

  

全体的に分別が

不十分
0.0%

一部分別が不

十分な事業所が

ある
45.5%

特に問題はない
54.5%

その他
0.0% 全体的に分別が

不十分

一部分別が不十

分な事業所があ

る

特に問題はない

その他

n=11 
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【問 3】 朝霞市内の契約事業所の分別に対する意識や取組はこの５年間で進んだと思いますか。 

 

朝霞市内の契約事業所の分別に対する

意識や取組の進展について、約8割が「ま

あまあ進んだ」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 4】 朝霞市内における収集・運搬の問題点について、ご自由にお書きください。 

 

回  答 

近年では収集業者と契約事業者との間に管理会社が入っており、話がスムーズに通りにくいため様々

な問題が多くある。 

処分費の支払いを振り込みにしていただきたい。 

弊社の顧客コンビニエンスストアにおいては、店舗内にごみ箱を設置しごみ減量と分別に取り組んで

いただいていますが、ごみ配置場、入退路の一部交通渋滞等時間調整をしながらの収集運搬となって

います。 

処理場（クリーンセンター）内での一般車両が自由に走行するため搬入しづらい。 

 

 

 

かなり進んだ
0.0%

まあまあ進んだ
81.8%

あまり進んでい

ない
18.2%

全く進んでいな

い
0.0%

わからない
0.0%

その他
0.0% かなり進んだ

まあまあ進んだ

あまり進んでい

ない

全く進んでいな

い

わからない

その他

n=11 



朝霞市のごみに関するワークショップ（市民意見交換会） 実施内容（案） 

令和５年２月６日 

１. 目的 

第６次朝霞市一般廃棄物処理基本計画（以下「第６次計画」といいます。）の策定に当たり、

朝霞市のごみに関する課題や必要な取り組み等に関して、市民から幅広く意見を聴取し、課

題抽出や施策検討の参考とすることを目的に、市民ワークショップを実施します。 

 

２. 参加者及び人数 

■参加者：朝霞市在住の市民（自由参加） 

■人 数：50名程度 

 

３. 実施日及び会場 

■実施日：令和５年５月中旬（予定） 

■会 場：未定 

 

４. 内容 

全体ファシリテーターを１名、参加者を６名程度のグループに分け、以下の内容でワーク

ショップを行います。 

 

５. ワークショップの実施結果について 

ワークショップの実施結果は、取り纏めた上で、主な意見を第６次計画書に掲載します。 

以上 

内容 達成イメージ 

１）オリエンテーション  

ワークショップの参加者全員が朝

霞市のごみ処理の現状と課題につ

いて共通認識をもつとともに、ワ

ークショップの目的を理解する。 

 ・ 第６次計画（素案）に基づき、朝霞市のごみ処理の現

状と課題について説明。 

・ ワークショップの目的と全体スケジュールについて

説明。 

２）グループ・ディスカッション  

朝霞市のごみ問題において、市民

目線からの、課題の優先順位が明

らかになるとともに、課題の解決

に向けた取組がまとめられる。 

 ①朝霞のごみ、何が問題？ 

・ 朝霞市のごみ処理の課題から、特に取り組む必要が

あるものを抽出し、優先順位付けを行う。 

（例：排出マナー、減量化、広域化、雑がみ、食品ロス、

等） 

②課題解決に向けて、何ができる？ 

・ 優先的に取り組む課題について、その課題の解決策

について意見を出し合う。 

３）全体共有  

グループごとの検討結果を全員が

共有し、新たな気づきとする。 
 ・ 各グループでの検討結果（２）の①②）を代表者が発

表し、全体で共有する。 

４）ふりかえり  

ワークショップの成果を全員で共

有する。 
 ・ 全体ファシリテーターが、全体総括を行う。 

資料④ 



朝霞市及び和光市では、ごみ処理施設を単独で保有しごみ処理を行っていますが、施設の老朽化が進んでいるため更新を検
討しているところであり、平成30年8月に、建設用地を和光市内とする「朝霞市・和光市ごみ広域処理に関する基本合意書」が
締結され、広域処理施設の整備の検討が開始されました。

建設予定地は、和光市の旧ごみ焼却場を含め周辺農地等に、約２．４９ｈaの必要面積を確保する計画としています。
周辺農地や介護保険施設等の環境に配慮するとともに、各種法令に基づく緑化面積や雨水貯留機能の他、日影規制等の影
響を考慮し、敷地北側に必要な空地を設ける計画としています。

(1) ごみ広域処理施設建設用地について

資料 ⑤



(2) ごみ広域処理施設整備事業スケジュール（予定）



施設整備基本計画の策定（№4）

令和2年5月に策定された「ごみ処理広域化基本構想」に基づいて、新たに整備するごみ広域処理施設の施設規模、処理方式、公
害防止条件、土木建築計画、余熱利用などの基本事項の他、旧ごみ焼却場の解体計画などを取りまとめた、施設整備基本計画を
令和４年９月に策定しました。計画策定にあたり、有識者や両市の関係者、市民からなる「建設検討委員会」で７回審議した他、
説明会やパブリックコメントなどを行いました。

生活環境影響調査の実施（№5）

施設の稼働や収集運搬車両の増加に伴い、大気質、騒音・低周波、振動、臭気、景観などが、施設周辺の生活環境に影響を与え
ないか、現況調査、予測評価及び影響分析を行います。また、対応方針については、施設整備基本計画の他、整備・運営事業者
選定のための発注仕様書（要求水準書）に反映します。

調査結果及び対応方針については、「生活環境影響調査書」として取りまとめ、令和４年１１月に縦覧手続を行い、近隣住民の皆
さんからの意見を伺いました。間もなく調査書のとりまとめが完了しますので、２月中に公表を行う予定です。

土壌汚染状況調査の実施（№6）

土壌汚染対策法に基づく手続きを念頭に、令和2年度に実施した地歴調査等の結果を踏まえ、汚染のおそれが想定される旧ごみ焼
却場の敷地について土壌の採取及び分析を行い、施設整備における対応方策を検討します。令和５年３月までに調査結果を取りま
とめ、今後の計画や設計に反映していきます。

都市計画変更手続き実施（№7）

ごみ処理施設が都市計画法による都市施設に該当するため、計画敷地について都市計画変更手続きを行います。ごみ処理施設の
建設を始めるにあたり、現在和光市の旧ごみ焼却場で稼働している資源ごみ処理の終了に合わせ都市計画決定を行う予定です。

事業者選定・設計・建設（№８）

事業者を選定にあたり、有識者や両市の関係者で構成する「事業者選定委員会」を開催し、令和４年度の後半から令和５年度に
かけ事業者を選定していきます。また、令和６年２月を目途にごみ広域処理施設の整備・運営事業者と事業契約を結び、令和６
年度より施設の設計作業に入りたいと考えています。建設工事については、主に令和７年度から９年度の３か年にかけて実施を予定
しています。

(３) 実施内容について



10月 11月 12月 1月 2月 3月

事業者選定

土壌汚染
調査業務
(深度調査)

生活環境
影響調査
業務

ごみ広域処理施設整備運営事業の進捗と今後の予定

▼

資料⑥

生
活
環
境
影
響

調
査
書
縦
覧
告
示

11/1

意
見
書
提
出
〆

12/14

縦覧期間満了
の日の翌日か
ら起算して2週

間を経過した
日まで

縦覧告示から
1月

縦覧
11/1～11/30

選
定
委
員
会
①

11/14

 委嘱
 委員会スケジュール
 選定方法
 実施方針（案） 等

選
定
委
員
会
②

1/20

選
定
委
員
会
③

2中旬

測量及び試料採取

埼玉県及び施設管理者との協議

対応策及び発注仕様の検討

特
定
事
業
選
定

公
表

3中旬

実施方針に関する
質問・意見の受付

回答

2/10

見
解
書
の
公
表

 入札説明書（案）
 要求水準書（案）
 落札者決定基準（案） 等

・意見数 1件
・意見の概要
⑴ 燃やすごみの量が増え、近隣地域への迷惑が増大する。
⑵ 共同処理は自区内処理の原則に反し反対である。

・見解書の概要
⑴ 現在稼働中の施設よりも厳しい基準値を採用する。
⑵ 国、県ともに広域化を推進しており、これを受け両市の合意

に基づき共同処理施設の整備を計画するに至っている。

土壌及び地下水分析

1/10～1/24

実
施
方
針
公
表

1/10

調査計画の検討

1/10

※ 4月に入札公告予定



契約済（令和4年12月末日現在）a 11,101 畑、雑種地（引渡未了土地含む）

未買収 b 5,170 畑、駐車場、資材置場

和光市旧ごみ焼却場 c 6,155

道路（和光市道） d 1,658 うち要分筆　5筆（分筆作業中）

水路（和光市管理） e 817 うち要分筆　1筆（分筆作業中）

建設用地計 f=a～e

＋ 買収対象地 g=a+b 16,271 法人3／個人14名（共有名義人あり）

ご み 広 域 処 理 施 設 建 設 用 地 の 取 得 状 況 
令和4年12月末日

凡　　　　例 概算地積（㎡） 件数（筆数） 区　　　　　分

16,271
(65.3%)

12件（16筆）

3件（8筆）

8,630
(34.7%)

－件（13筆）
プラスチック類の中間処理及び
ストックヤードとして使用

－件（ 6筆）

－件（ 4筆）

24,901 －件（47筆）

15件（24筆）

新河岸川⇒

介護保険施設（福祉の里）

現清掃センター

（焼却・不燃粗大・

あき缶資源化施設）

旧ごみ焼却場

（プラペット選別圧縮・

ストックヤード）

進捗率（令和4年12月末日現在）a/g 68.2％

2592-1

雑種地
2594-5

雑種地

2595-3

雑種地

2596-2

雑種地

2599-3

雑種地

2592-3

雑種地

2595-2

雑種地

2600-1

2555

N

2543-2

(1281)

(1059)

2544

(1014)

2574-3

資料 ⑦

荒川堤防

清掃センター

駐車場

北


